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年次報告書について 

年次報告書は、「福知山市男女共同参画推

進条例」（平成１８年１０月施行）第１４条

に基づく年次報告として、本市の男女共同

参画の推進に関する施策の実施状況や進捗

状況を示し、市民のみなさまに取組の状況

を明らかにするものです。 



男女共同参画推進事業体系図＇平成２５年度（ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

啓 発 

参考書籍等の購入 

女性会議、スキルアップ研修、事例研究 

保護救済事業 

啓発事業 

協働支援事業 男
女
共
同
参
画
推
進
事
業 

はばたきセミナー（４講座） 

はばたき企業啓発セミナー 

（２講座） 

はばたきネットワーク 

はばたきフェスティバル 

就 労 

情報収集・調査研究 

 
立命館大学学生による無料法律相談（２回／年） 

パソコン講座（２４回） 

就職支援講座（１回） 

働き方の見直し 

活動支援 女性活動支援ルーム 

女性相談（１～２回／月 ﾌｪﾐﾆｽﾄｶｳﾝｾﾗｰ） 

男性のための電話相談（６回／年 臨床心理士） 

その他の相談（随時係対応） 

 

DV被害者支援 

外部連携（京都府、警察等） 

内部連携（庁内関係部署９課） 

DV関係 

推進体制 

福知山市男女共同参画審議会 

福知山市男女共同参画推進会議（庁内部長級及び任命委員２０名） 

福知山市男女共同参画推進会議幹事会（庁内各部１名程度１８名） 

事務局（人権推進室男女共同参画推進係 係長、主任、主査、嘱託職員）  

協 働 



平成２５年度男女共同参画審議会 

 

男女共同参画審議会（全３回） 

１ 

日 時 平成２５年５月２８日（火）午後７時～９時 

場 所 市民会館２２号室 ８人 

内 容 
① 平成２４年度事業報告について 

② 平成２５年度事業計画について 

２ 

日 時 平成２５年８月６日（火）午後７時～９時 

場 所 市民会館２４号室 ８人 

内 容 
① 男女共同参画社会に関する市民意識調査の調査項目について 

② 男女共同参画センター設立について 

３ 

日 時 平成２５年１１月１５日（金）午後７時～９時 

場 所 市民会館２２号室 ７人 

内 容 

① 男女共同参画社会に関する市民意識調査の調査項目について 

② 平成２６年度男女共同参画推進事業の検討について 

③ 男女共同参画の視点からの防災について 

④ 「福知山市子ども・子育て会議」委員就任について 

 

 

 

 

 

平成２５年度男女共同参画推進会議 

 

男女共同参画推進会議（全２回） 

１ 

日 時 平成２５年５月２４日（金）午前１０時～１１時００分 

場 所 市役所３０１号室 １５人 

内 容 

① 平成２４年度事業報告について 

② 平成２５年度事業計画について 

③ 男女共同参画推進会議幹事会任命について 

２ 

日 時 平成２６年２月２７日（木）午前１０時～１１時３０分  

場 所 市役所３０１号室 １７人 

内 容 
①男女共同参画に関する市民意識調査 調査項目について 

②男女共同参画推進会議幹事会 平成２５年度提言及び活動報告 

 

 

 

 

 



平成２５年度男女共同参画推進会議幹事会 

男女共同参画推進会議幹事会（全１１回） 

１ 

日 時 平成２５年５月２９日（水）午前９時３０分～１１時 

場 所 市民会館２２号室  １７名 

内 容 
① 平成２５年度男女共同参画推進係の取組について  

② 平成２５年度幹事会の取組について 

２ 

日 時 平成２５年６月２７日（木）午前９時３０分～１１時 

場 所 市民会館２５号室  １５名 

内 容 
① 育児休業についての講演（建築課：河波大翼さん） 

② はばたきプラン２０１１の推進について 

３ 

日 時 平成２５年７月３０日（火）午前９時３０分～１１時 

場 所 市役所２０１会議室  １５名 

内 容 はばたきプラン２０１１の推進について 

４ 

日 時 平成２５年８月２９日（木）午前９時３０分～１０時５５分 

場 所 市民会館２４号室  １６名 

内 容 はばたきプラン２０１１の推進について 

５ 

日 時 平成２５年１０月８日（火）午前９時３０分～１１時０５分 

場 所 市民会館３５号室  １１名 

内 容 男女共同参画に関する市民意識調査について 

６ 

日 時 平成２５年１０月２４日（木）午前９時３０分～１０時５０分 

場 所 市民会館３１号室  １０名 

内 容 グループワーク  男女共同参画に関する市民意識調査について  

７ 

日 時 平成２５年１１月２１日（木）午前９時３０分～１１時 

場 所 市民会館３５号室   ８名 

内 容 はばたきプラン２０１１の推進について 

８ 

日 時 平成２５年１２月１８日（水）午前９時３０分～１０時３０分 

場 所 市民会館２４号室  １２名 

内 容 はばたきプラン２０１１の推進について 

９ 

日 時 平成２６年１月２２日（水）午前９時３０分～１１時３０分 

場 所 市民会館２５号室  １５名 

内 容 はばたきプラン２０１１の推進について 

10 

日 時 平成２６年２月１２日（水）午前９時３０分～１１時 

場 所 市民会館３５号室  １２名 

内 容 はばたきプラン２０１１の推進について 

報

告

会 

日程 平成２６年３月７日（金）午前９時３０分～１０時３０分 

場所 市民会館３１号室  １２名 

内容 報告会 

主な活動 
・男性の育児休業に関する職員アンケートの実施 

・子育てハンドブックを所属長から手渡すことの提案 



・年休に関する調査の実施 

・年休を取りやすいようにするための業務の共有化について提案 

・民間事業所聞きとりの実施 

・ワーク・ライフ・バランスを推進するための業務の共有化について提案 



平成２５年度男女共同参画推進事業概要 

１ 啓発事業 

【啓発】 

 

事 業 名 男女がともに考える「はばたきセミナー」（全４講座） 

事業概要 
「はばたきプラン２０１１」推進事業の一環として、幅広い市民の男女共同参画のための学習

の場として、地域公民館等でのセミナーを開催。 

第１講座 

開催日 平成２５年７月２５日（木）午後７時００分～８時３０分 

会 場 日新地域公民館研修室 ２４号室 

テーマ 男性が介護するということ ～これからの介護のかたち～ 

講 師 津止
つどめ

 正敏
まさとし

さん（立命館大学産業社会学部教授） 

参加者数 ４２人 

備  考 共に幸せを生きるまちづくり人権講座との共催 

第２講座 

開催日 平成２５年１１月６日（水）午後２時３０分～４時 

会 場 市民会館３１号室 

テーマ 家族の中の暴力と虐待 ～ＤＶの背景～ 

講 師 中村
なかむら

 正
ただし

さん（立命館大学大学院応用人間科学研究科教授） 

参加者数 １１０人 

備 考 福知山市要保護児童対策地域協議会と連携 

第３講座 

開催日 平成２６年１月２８日（火）午後７時３０分～９時 

会 場 市民会館 ２４号室 

テーマ 女も男も幸せになるために ～女性の健康を考える～ 

講 師 谷口 真由美さん（大阪国際大学現代社会学部准教授） 

参加者数 ３９人 

備 考 はばたきフェスティバル期間事業 

第４講座 

開催日 平成２６年２月５日（水）午前９時４０分～午後１２時３０分 

会 場 大江高校 

テーマ デートＤＶ防止プログラムワークショップ 

講 師 人権学習サークル ＷＩＴH ＹＯＵ 

参加者数 １０７人 

備 考 はばたきフェスティバル期間事業 

成 果 

課 題 

全４回の講座を開催。関係機関と連携し、テーマに合った対象者に学習機会を提供できた。「ワ

ーク・ライフ・バランス」「デートＤＶ」など、関連事業への意識付けに効果があった。今後も

幅広い世代へ継続した啓発を行っていく。 

事 業 名 はばたき企業啓発セミナー（全２講座） 

事業概要 
「はばたきプラン２０１１」推進事業の一環として、市内企業及び事業所を対象としたセミナ

ーを実施。 



【協働】 

事 業 名 第１６回はばたきフェスティバル 

事業概要 
「第１６回はばたきフェスティバル｣を開催。実行委員会による企画、運営を行い、男女共同

参画社会の実現に向けて参加者相互の交流を図る。 

実施内容 

開 催 日 平成２６年１月１５日（水）～２月１６日（日） 

会 場 市民会館 他 

テーマ 「地域の絆を深めよう ～男女
と も

に希望を持って行動しよう～」 

内 容 講演会・ワークショップ・展示 

全体会 

日時：２月２日（日）午後１時～午後３時３０分 

場所：市民会館４階ホール 

対象者：市民 

参加者数：２１０人 

○オープニング 淑徳和太鼓演奏 

○基調講演「ジェンダーとデートＤＶ防止」 

講師：伊田
い だ

 広
ひろ

行
ゆき

 さん 

○はばたきフェスティバル期間事業照会 

 

 

「女も男も幸せになるために ～女性の健康を考える」 

※はばたきセミナー第３講座として開催 

「デートＤＶ防止ワークショップ」 

第１講座 

開催日 平成２５年９月１３日（金）午後１時３０分～３時００分 

会 場 市民会館２４号室 

テーマ 
ハラスメントのない快適な職場づくり 

～やる気をおこさせるためのコミュニケーションスキル～ 

講 師 岩崎
いわさき

 裕美
ひ ろ み

さん（フリーアナウンサー） 

対象者 市内企業及び事業所 

参加者数 ３５人 

備 考 福知山市企業人権教育推進協議会との共催 

第２講座 

開催日 平成２６年２月６日（木）午後１時３０分～３時００分 

会 場 市民会館２４号室 

テーマ 人が活きる、人を活かす職場～女性の活躍が企業を活性化させる～ 

講 師 野崎
のざき

 治子
はるこ

さん（株式会社 堀場製作所 人事・ＣＳＲ担当副本部長） 

対象者 企業・事業所の人権担当者、または人事担当者、市民 

参加者数 ８１人 

備 考 
福知山市企業人権教育推進協議会との共催 

はばたきフェスティバル期間事業 

成 果 

課 題 

企業の研修担当者や人事担当者を対象に啓発した。企業向けとして開催したが、関心のある市

民の参加もあり、参加者数がのびた。今後も継続して広く呼びかけ啓発していく必要がある。 



 

 

 

 

 

 

 

期 

 

間 

 

事 

 

業 

日時：１月２９日（水）午後７時３０分～９時 

場所：市民会館２４号室 

対象者：市民 

参加者数：１６人 

ファシリテーター：人権学習サークルＷＩＴＨ ＹＯＵ 

「男性のための料理教室」 

日時：２月２日（日）午前１０時～正午 

場所：市民会館調理室 

参加者数：６人 

「親子で遊ぼう！」 

日時：２月２日（日）午前１０時～午後３時 

場所：市民会館３１・３５号室 

「デートＤＶ防止ワークショップ」 

※はばたきセミナー第４講座として開催 

「人が活きる、人を活かす職場～女性の活躍が企業を活性化させる～」 

※はばたき企業啓発セミナーとして開催 

「楽しい輪☆みんなでおしゃべりふくちやま」 

日時：２月１６日（日）午後１時３０分～４時 

場所：市民会館２４号室 

対象者：市民 

参加者数：３０人 

コーディネーター：和田
わ だ

 憲
のり

明
あき

 さん（ファザーリングジャパン関西） 

パネラー：堀井
ほ り い

 幹雄
み き お

 さん（株式会社ヨネダ） 

     足立
あ だ ち

 悦子
え つ こ

 さん（かあちゃんのまごころ市） 

     河内
かわうち

 一郎
いちろう

 さん（ＮＰＯ丹波みわ） 

     伊田
い だ

 さなえ さん（ＰｕｕｔＣｏｃｏｕｓ） 

ファシリテーター：人権学習サークルＷＩＴHYOU 

内容：コミュニケーションをテーマにしたフィッシュボールと意見交流会 

展 示 

日程：１月１５日（火）～１月３１日（金） 

場所：市役所１階ロビー 

夜久野地域公民館ロビー、 

三和支所玄関ロビー 

内容：はばたきフェスティバルの紹介、実行委員会参加団体紹介、「パープルリボ

ンの木」設置 

日程：２月２日（日） 

場所：市民会館３１号室・市民会館４階ホール 

内容：はばたき実行委員会参加団体等の活動紹介、作品展示、DV防止啓発と 

バザー 

実行 

委員会 

実行委員：１１団体（１２人） 

成 果 

課 題 

実行委員会による企画、運営において、講演会・期間事業・展示を行った。実行委員は部会に

分かれ責任をもって企画や呼びかけを行い、実行委員による主体的な取組ができた。 

１月１５日から２月１６日のはばたきフェスティバル期間では、市内各所で参加対象者を絞り

さまざまなテーマの講座を行った。高等学校や企業にも協力いただき、参加対象者を絞ること

により、若年層や男性の参加にもつながった。しかし、企画・運営については参加者の広がり



がないので、実行委員会の持ち方、実施の仕方について多くの人が関われるよう取り組むとと

もに、セミナーや相談からも市民のニーズを把握して事業の充実を図る。 

 

 

 

事 業 名 はばたきネットワーク会議 

事業概要 

男女共同参画社会の実現をめざし、市内の女性団体やグループ相互の交流・情報交換などの活

動を広げるためのネットワークで、女性団体の連絡調整及び育成を行っている。 

（構成団体数：Ｈ２６．３．３１現在 １２団体） 

第１回 

会 議 

      

日時 平成２５年５月１７日（金） 午前９時３０分～１１時 

場所 市民会館２５号室 

内容 【協議事項】 

・平成２４年度事業報告について 

・役員改選 

・平成２５年度事業計画について 

第２回 

会 議 

日時 平成２５年８月２７日（火） 午前９時３０分～１０時５５分 

場所 市役所２０１会議室 

内容 【協議事項】 

・はばたきネットワーク学習会について 

・はばたきフェスティバルについて 

・はばたきネットワーク参加者募集について 

第３回 

会 議 

日時 平成２６年３月１７日（月） 午前１０時～１１時３０分 

場所 市民会館２２号室 

内容 ２５年度の活動報告 

来年度の活動について 

第１回 

学習会 

日時 平成２５年７月２３日（火） 午前１０時～１１時３０分 

場所 市民会館２４号室 

内容 男女共同参画の推進についての学習と意見交換 

参加者数：３４人 

第２回 

学習会 

日時 平成２５年１０月２２日（火） 午前１０時～正午 

場所 市民会館２４号室 

内容 ・ＤＶと児童虐待についての学習（ＤＶＤ「クリームパン」視聴、人権推進室男女共同参画

推進係説明） 

・パープルリボン作成 

参加者数：２５人 

ＤＶ防止 

パネル展 

期間 平成２５年１１月１２日（火）～１１月２２日（金） 

場所 福知山市立図書館中央館 

内容 第2回学習会で作成したパープルリボンとＤＶ防止のためのメッセージ、パープルリボン

の木を展示し、ＤＶ防止の啓発を行った。 

ＤＶ防止 

街頭啓発 

期間 平成２５年１１月１２日（火） ①午前１１時～１１時３０分②午後４時～４時３０分 

場所 ① イオン福知山店  ② ＪＲ西日本福知山駅 

内容 ＤＶ防止啓発のため、パープルリボンやＤＶ防止啓発資料を配布した。 

意見交流会 日時 平成２６年２月１６日（日） 午後１時３０分～４時 



場所 市民会館２４号室  

内容 女性の地域参画について 

※はばたきフェスティバル期間事業として開催 

成 果 

課 題 

ネットワーク独自事業として、学習会を２回、はばたきフェスティバルと共催で意見交流会を

１回実施した。特に女性の人権の確立と女性の参画についての学習を深めた。学習会で作成し

たパープルリボンを市事業での配布し、ＤＶ防止の啓発ができた。ネットワーク構成団体自体

の活動が弱体化しているということもあるので、人材育成をするとともに今後のネットワーク

のあり方を模索していく必要がある。 

 

 

事業名 おしゃべりカフェ 

事業目的 

働く女性が集まって、お茶をしながら気になることについて話したり、情報交換をしたりす

る中で、参加者同士のつながりをつくるとともに、若年女性や男性、地域で活躍されている人

の意見を参考に今後の事業展開につなげていく。また、いずれは参加者同士のグループ化、ネ

ットワーク化を図り市と協働して事業ができるようにすることを目的とする。 

第１回 

開 催 日 平成２５年６月２６日（水）午後７時３０分～９時１０分 

会 場 まぃまぃ堂 

内 容 
「おしごと女子のおしゃべりカフェ」 

仕事紹介、ストレス解消法等のテーマに沿った参加者同士のフリートーク 

参加者数 ２０～３０歳代の女性 ７人 

第２回 

開 催 日 平成２５年１１月２７日（水）午後７時３０分～９時 

会 場 まぃまぃ堂 

内 容 
「おしごと女子のおしゃべりカフェ」 

仕事紹介、ストレス解消法等のテーマに沿った参加者同士のフリートーク 

参加者数 ２０～３０歳代の女性 ６人 

成 果 

課 題 

若年層への啓発とともに意見を聞くこともできた。参加者同士のつながりもでき参加者のエン

パワメントにもなった。また、昨年度の参加者にはばたきフェスティバル期間事業のパネラー

をしていただくなど市の事業とのつながりもできた。今後さらに市と協働して事業が行えるよ

うつなげていく。 

 

２ 支援事業 

【就労】 

事 業 名 就職・再就職をめざす女性のためのパソコン講習会 

事業目的 
女性の積極的な社会参画への機会を確保するため、就業を希望する女性を対象に、就業条件と

して不可欠となったパソコン講習を行い、就業機会の拡大と条件の向上を図る。 

実施内容 

開 催 日 平成２５年５月２１日（火）～８月９日（金）まで（全２４回） 

会 場 ＮＴＴ福知山本館 セミナーコーナー 

内 容 
パソコン（エクセル）の基本操作の習得と資格取得（厚生労働省コンピュータサー

ビス技能評価試験３級）をめざす。 

受 講 者 ６人（修了者６人） 



成 果 

課 題 

受講生の全員が資格取得できた。修了後６カ月のアンケートは回収率が低く（50％）、受講者の

うち就職が判明しているのは１人だけであった。今後、就職に直接結び付くよう、多方面から

の支援を進めていきたい。 

 

事 業 名 ビジネスマナー（府事業） 

事業目的 
女性の積極的な社会参画への機会を確保するため、就業を希望する女性を対象に、ビジネスマ

ナー講座を行い就業機会の拡大を図る。 

実施内容 

開 催 日 平成２５年６月１１日（月）午後１時１５分～３時１５分 

会 場 市民会館２５号室 

講  師 山田
やまだ

 真由子
ま ゆ こ

 さん（社会保険労務士） 

内 容 就職活動の進め方等について 

受 講 者 ６人 

その他 女性チャレンジ相談（府事業）と共催 

成 果 

課 題 

就職・再就職をめざす女性のためのパソコン講習会の受講者を対象に実施。履歴書の書き方な

ど就職に役立つ実践的な講習会であった。 

 

【活動支援】 

（内容）女性活動支援ルームは男女共同参画社会の実現に向け、女性の活動の支援の場としてさまざまな団

体に利用されている。 

女性活動支援ルーム利用状況  

月 利用回数 利用人数  月 利用回数 利用人数 

４月 ６回 ４１人 １０月 ５回 ３２人 

５月 ３回 ２９人 １１月 ６回 ４９人 

６月 ４回 ３５人 １２月 ３回 １９人 

７月 １回 １０人 １月 ３回 ２６人 

８月 ２回 １７人 ２月 ５回   ４６人 

９月 ３回 ２７人 ３月 ２回 ２１人 

 

 

 

 

３ 相談事業 

 

事 業 名 女性相談 

事業内容 

相 談 日 月１～２回、原則木曜日 午後１時～４時（定員３人） 

カウンセラー 女性問題専門カウンセラー 

相談件数 相談内容の内訳のとおり（相談日以外の相談は係で対応） 

合  計 43 回 352 人 



成 果 

課 題 

・相談予約が定員となり、キャンセル待ちがあるような状況であり、継続しての相談より新

規で来られる人が増えてきた。広報が広く浸透していると感じる。 

・原則、面談相談であるが、外出が困難な方については電話相談で対応する。（電話代は相談

者さんの負担） 

・女性相談の件数が増加しているため、関係機関等と一層の連携を図る。 

 



〈女性相談内容の内訳〉                          （件数＝回数） 

 

 

 

相談の主訴に

よる内容分類 

係   対   応 女性相談対応 
平成 

２５年度 

平成 

２４年度 

平成 

２３年度 

平成 

２２年度 

人数 

のべ件数 

人数 

 

のべ 

件数 

 

件数合計 件数合計 件数合計 件数合計 

面談 電話 

DV 被害につい

て 
43人 

184件 

2人 3件 187件 296件 312件 148件 

84件 100件 

離婚について 5人 

16件 

5人 6件 22件 9件 27件 11件 

9件 7件 

セクシュアル･ハ

ラスメントについ

て 

0 

0 

0人 0件 0件 4件 1件 6件 

0 0 

ストーカー行為

について 
4人 

9件 

0人 0件 9件 5件 1件 5件 

5 4件 

夫婦関係につ

いて 
2人 

9件 

5人 6件 15件 20件 11件 6件 

9件 0件 

家庭のことにつ

いて 
12人 

44件 

3人 5件 49件 47件 15件 34件 

19件 25件 

その他 20人 

36件 

14人 19件 55件 55件 44件 25件 

16件 20件 

計 86人 
298件 

29人 39件 337件 436件 411件 235件 
142件 156件 

 

 



事 業 名 立命館大学学生無料法律相談（全２回） 

事業目的 
ＤＶ相談や離婚相談が増え、専門的な法律相談が必要になってきている。官学協働で法律相

談を実施することで十分な相談時間を確保し、市民ニーズに対応する。 

事業内容 

日  時 
① 平成２５年６月１５日（土）午前１０時～午後４時３０分 

② 平成２５年１０月１９日（土）午前１０時～午後４時３０分 

場  所 市民会館 

相談対応 立命館大学学生法律相談部 学生ほか  

相談件数 ① ７件    ②１５件 

成 果 

課 題 

多くの学生が参加しているので、それぞれの専門分野において、幅広く丁寧に相談に対応す

ることができる。比較的午前中の来場者が多いため、相談時間無制限が魅力的であると考え

る。開始前に待たれている相談者もおり、事業が定着していることを感じる。 

 

事 業 名 男性のための電話相談（全６回） 

事業目的 

様々な要因で植え付けられた性別役割分担意識により、「男性だから人前で泣いてはいけな

い」「男性だから我慢をする」など男性に課せられているものが社会には存在する。家庭問題

や職場での人間関係に悩んでいる男性、新しい生き方を模索している男性のために男性臨床

心理士による電話相談を実施する。 

事業内容 

相談日 
平成２５年１０月１７日～１１月２１日までの毎週木曜日 

午後５時３０分～８時３０分 

相談対応 臨床心理士（男性） 

相談件数 ９件 

成 果 

課 題 

昨年度より、相談日程を短期間で６週連続の実施としている。ホームページや男性トイレへ

のビラ掲示、新聞に取り上げてもらうなどの広報が効果的であった。 

夫婦関係、仕事等様々なジェンダーによりもたらされた内容が多く、男性もジェンダーによ

り抑圧を受けている存在であること、語ることで楽になったという相談者もあり、男性相談

のニーズを感じる。 

 

４ ＤＶ被害者等支援 

 平成２４年３月策定した「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画」に基づ

き支援を行った。 

ＤＶ被害者が安心して安全な生活をするために、相談者の気持ちを確認し、庁内ＤＶ担当課と連携を図り

ながら、関係機関（家庭支援センター、警察、等）への情報提供や一時保護、ＤＶ被害者の自立に向けての

同行支援などを含めた総合的な支援を実施すると共に、女性問題カウンセラーによる女性相談や法律相談を

紹介した。 

庁内ＤＶ担当課会議や、「福知山市ＤＶ・ストーカー対策ネットワーク会議」（福知山警察署と京都府機関

との会議）を定期的に開催した。ＤＶ被害者の意思を尊重しながら関係部署との連携を密にして、適切な支

援を行っていく。 

2月28日、3月7日、3月14日の３回にわたり、ＤＶ被害者女性を対象としたグループワークを実施した。 

＊グループワーク＝京都府男女共同参画センター・京都府との共催でカウンセラーのサポートのもと、Ｄ

Ｖ被害者が自分の被害体験を語り合い、ＤＶについて学ぶことで、孤立感、罪悪感、不安等を軽減し、エン

パワーメントを図る参加者による相互支援の場。 



 

 

 

５ 情報・啓発資料 

【情報掲載資料】 

掲  載  資  料 内   容（ テ ー マ ） 備     考 

広報ふくちやま４月１日号 ・パソコン講習会（5/21～8/9） お知らせ 

広報ふくちやま5月合併号 ・立命館大学学生無料法律相談（6/15） お知らせ 

広報ふくちやま6月15日号 ・男女共同参画週間（6/23～6/29） 

 

お知らせ 

広報ふくちやま７月１日号 ・はばたきセミナー第1講座「男性が介護すると

言うこと～これからの介護のかたち～」（7/25） 

お知らせ 

 

広報ふくちやま9月15日号 ・男性のための電話相談（10/17～11/21 までの

木曜日、6回） 

・立命館大学学生無料法律相談（10/19） 

お知らせ 

 

お知らせ 

広報ふくちやま10月１日号 ・第16回はばたきフェスティバル実行委員募集 

・「はばたきネットワーク」メンバー募集 

・はばたきセミナー第2講座「家庭のなかの暴力

と虐待～DVの背景」 

お知らせと参加募集 

お知らせとメンバー募集 

お知らせ 

広報ふくちやま11月15日号 

人権週間特集号 

・ＤＶを知ってください（ＤＶとは） 

（女性相談）（男性のための電話相談） 

「女性に対する暴力をな

くす運動」期間 

（相談日のお知らせ） 

広報ふくちやま１月合併号 第16回はばたきフェスティバル 開催のお知らせ 

 

 

 

 

 

【啓発資料】 

時 期 資 料 名 規 格 部数 備考 

平成２５年１０月 ＤＶ防止啓発用

カード 

名刺大・２色刷 6,000部 市関係機関、医師会、民間事業

所等に配布 

平成２５年１０月 デートＤＶ啓発

用パンフレット 

Ａ４三折・２色刷 3,000部 市内高校 1年生に配布、WITH 
YOU による「デートＤＶ防止
プログラム、ワークショップ」
で配布（綾部高校、福知山高
校、大江高校、中丹支援学校、
三和中学校） 

 

 

 

 

 



番号 具体的施策 事業名 概要 所管または実施課 実施年度
1 1 ＤＶ被害者相談事業 人権推進室

ＤＶ防止啓発事業 人権推進室

相談窓口の周知

中央公民館
地域公民館
子育て支援課

2 ハラスメント苦情 職員課
処理委員会

3 子ども安全対策事業 学校教育課

4 市民課

市民課

市営住宅入居募集 建築課

ＤＶ被害者住民基本台
帳事務支援措置

・ＤＶ被害者から、転入・転出・転居等住民登録の手続きに際
し被害者からの申し出により、「要注意情報」を登録し、住民
票等の請求について配慮するとともに、庁内との連携をとり、
ＤＶ被害者の保護に努める。

・ＤＶ避難に係る公営住宅の目的外使用、母子家庭に対する優
先入居枠の確保。

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

社会的に弱い立場
の女性への人権侵
害の防止

・防犯や暴力からの安全を確保するために、女子児童･生徒は
もちろんのこと、全ての児童･生徒に対して防犯ブザーの配布
を行う。学校への登下校に、地域の見守り隊と連携をおこな
い、未然に犯罪・暴力を防ぐ。

被害女性に対する
救済と支援

女性相談・ＤＶ相談の
周知

・市民課は市役所の窓口であり、多くの市民が訪れることか
ら、窓口に「市女性相談のお知らせ」や「ＤＶ相談支援カー
ド」をおき、相談窓口の啓発に努める。

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

女
性
に
対
す
る
暴
力
の
根
絶
と
人
権
の
尊
重

・市民の利用が多い施設の女性用トイレにＤＶ相談支援カード
を設置

人権ふれあい
センター

セクシュアル・ハ
ラスメント防止対
策の推進

・ハラスメント苦情処理委員会によりセクシュアル・ハラスメ
ント及びパワー・ハラスメントの防止に取り組む。

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

こんにちは赤ちゃん事
業

・乳児家庭の孤立化を防ぐために様々な不安や悩みを聞くとと
もに、子育てに関する情報提供などを行い、親子の心身の状況
や養育環境などを把握し、支援が必要な家庭に対して適切な
サービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもがす
こやかに成長できる環境整備を図る。

23.24.25.26.27

「はばたきプラン2011」実施計画         平成２３～２７年度

課　題

ドメスティック・
バイオレンス防止
対策の推進と女性
に対する暴力の根
絶

・職員の相談スキルを向上させ、ＤＶ被害者の救済と適確な支
援の入り口となるＤＶ相談を行う。あわせて、ＤＶグループ
ワークを実施

23.24.25.26.27

・１１月の「女性に対する暴力をなくす運動週間」にあわせ、
ＤＶの実態や被害者へのサポート等に関する講座を実施し、啓
発を行う。

23.24.25.26.27



1 4
母子生活支援事業 ・ＤＶや児童虐待の母子に対する相談、ＤＶ被害者の母子自立

支援施設への入所。
子育て支援課

要保護児童対策事業 子育て支援課

・被害者の国民健康保険加入についての支援 保険課
・被害者の住居を確保するとともに経済的な支援 社会福祉課
・被害者の子どもの予防接種、乳幼児健診・健康相談・ 健康推進室
　被害者（母親）の心身の健康管理
・被害者の就園支援 子育て支援課
・被害者の就学支援 学校教育課
・被害者の発見と相談 医事課

5 市民相談事業 市長公室

家庭児童相談事業 子育て支援課

女性相談事業 人権推進室

人権相談 人権推進室

社会福祉課

人権推進室

2 6 はばたきセミナー 人権推進室

2 7 市長公室

女
性
に
対
す
る
暴
力
の
根
絶
と
人
権
の
尊
重

ジェンダーに基づ
く固定的な性別役
割分担意識解消の
取組

・固定的な性別役割分担意識をなくしていく啓発の継続した取
組。

メディアにおける
男女共同参画の推

広報ふくちやま発行 ・市の広報紙として毎月２回、１日号と１５日号を発行する。
１日号に掲載する啓発記事「シリーズ人権」に男女共同参画社
会の実現に向けた具体的な取り組みを紹介する。

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

障害者相談員相談事業 ・日常生活に著しい制限を受けている在宅の障害者のために、
身体障害者相談員が定期的な相談日を設け、福祉相談等を行う
ことにより、障害者の日常生活の向上を図ることを目的とす
る。

京都府関係機関との連
携

・警察、中丹西保健所、京都府家庭支援総合センターなどと連
携をとりながら相談支援活動を展開。 23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

・子育てをはじめとする様々な悩みについて、相談員３名が常
時相談を受ける。 23.24.25.26.27

・女性が抱える様々な悩みについて、女性専門のカウンセラー
が相談を受ける。毎月１～２回実施。 23.24.25.26.27

・広く人権にかかる相談の場として月１回特設相談を実施
23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

・児童虐待を防止及び不登校やひきこもりの児童への支援のた
め要保護児童対策地域協議会を設置するとともに、相談や通告
に対応し、保護者支援を行う。

23.24.25.26.27

ＤＶ被害者支援事業

相談体制の充実と
庁外関係機関との
連携強化

・市政に対する要望や苦情、日常の困りごとに対して、相談員
を配置して応じるとともに、定期的に弁護士や司法書士等によ
る専門相談を開催

23.24.25.26.27



・最新の市政情報を市民や市外へ情報発信する。 市長公室

・男女共同参画の視点から、市の刊行物の表現を点検 全部署

8 生涯学習課

はばたきセミナー 人権推進室

人権推進室

人権推進室
子育て支援課
生涯学習課

広報ふくちやま 人権推進室

新成人啓発 ・成人式参加者に男女共同参画推進の啓発チラシ配付 人権推進室

・女性問題、男女共同参画に関する内容で市民啓発として 人権推進室

講演会を実施。 子育て支援課
生涯学習課

高齢者教室 人権推進室

地区公民館巡回講座 生涯学習課

 
 
 
 
意
識
改
革
の
た
め
の
教
育
・
学
習
と
啓
発
の
推
進

市民への啓発の推
進

男女共同参画年次報告
書作成

・男女共同参画の推進等に関する市施策の実施状況と効果等に
ついて報告書を作成し、公表する。 23.24.25.26.27

人権ふれあいセン
ター・児童館・教育集
会所における啓発事業

・人権ふれあいセンター、教育集会所で実施する高齢者教室で
も全ての人が性別による差別的取り扱いを受けない男女共同参
画社会の推進を図る学習を推進する。

23.24.25.26.27

・男女共同参画、男女（性差）平等、女性差別撤廃など社会の
あらゆる不公平と不合理を許さない、共に幸せを生きるまちづ
くりを各地域で推進するため、地区公民館において主体的に学
習を進める。

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

人権ふれあいセン
ター・児童館・教育集
会所たより

各施設だよりの中で、個人として能力を発揮できる男女共同参
画社会の実現を図る内容の啓発文を掲載する。 23.24.25.26.27

・シリーズ人権等に掲載。掲載内容は、ＤＶ防止法、女性相
談、講演会のお知らせ、意識調査結果、はばたきプランなど。

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

・年４回の講座を開催。講座内容は、複合差別、男女共同参画
に関する内容など。 23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

市刊行物における表現
の配慮 23.24.25.26.27

ホームページ運営事業

ともに幸せを生きるま
ちづくり人権講座 23.24.25.26.27

・一人一人が今一度、様々な人権の大切さについて学び、家庭
や地域での実践に資する。

 

 



2 9 幼稚園教育 教育総務課

学校における人権教育 ・人権学習の中で、男女共同参画社会の実現に向けての考え方
や行動について学習する。資料「幸せを生きる」「わたし・あ
なた・みんなの人権」など
・児童生徒の発達段階に応じ、社会科、家庭科、道徳、特別活
動など学校教育全体を通じ、人権の尊重、男女の平等や男女相
互の理解と協力の重要性、家庭生活の大切さなどについて指導
の充実を図る。

学校教育課

23.24.25.26.27

10 市職員研修 職員課
全部署

幼稚園職員研修 教育総務課

教職員研修 学校教育課

学校用務員研修 ・全体での職場研修で、男女共同参画や人権に関する研修を
テーマとして取り入れ、性別役割分坦意識の解消に向けて等男
女共同参画の意識の向上を図る。

教育総務課

23.24.25.26.27

消防団等研修 消防本部

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

 
 
 
 
意
識
改
革
の
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め
の
教
育
・
学
習
と
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発
の
推
進

・男女共同参画の視点から、家庭や職場における役割分担意識
の解消に向け、男女の別なく子育てや家事への参画を促進する
ため、消防職員・消防団員への啓発を行う。

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

学校教育における
男女平等と固定的
な性別役割分担意
識解消のための教
育の推進

・園児が園生活の中でこれまでの男女の固定的な性別役割分担
意識や概念にとらわれることなく、自分らしさとお互いを大切
にする意識を自然に学び、認識できるような指導内容での教育
を行なう。また、保護者と関わる中で、家庭における固定的な
性別分担意識の解消への啓発を行なう。

職員研修の充実と
人材の育成

・男女共同参画、男女（性差）平等、女性差別撤廃など社会の
あらゆる不公平と不合理を許さない、ともに幸せを生きるまち
づくりを各地域で推進するため、地区公民館において主体的に
学習を進める。年間計画の中で男女共同参画に関する部課内研
修や派遣研修を行うことにより、職員の人権意識の高揚やジェ
ンダーに敏感な視点を養う。

・男女共同参画や人権に関する職員研修を課内研修として各園
または複数園共同で行なうことにより、職員の人権意識の向上
やジェンダーに敏感な視点を養う。

・学校教育において、教育に携わる者が男女共同参画の理念を
理解するよう、意識啓発等に努める。
男女とも一人一人が思いやりと自立の意識を育み、個人の尊厳
と男女平等の理念を推進する教育・学習の一層の充実を図る。

 



2 10 保育園職員研修 子育て支援課

人権推進室

子育て支援課

教育総務課

学校教育課

生涯学習課

人権推進室

11 意識調査の実施 市民意識調査の実施 人権推進室

男女共同参画に関する ・市民対象に男女共同参画に関する意識調査を実施する。 人権推進室

市民意識調査の実施

若年層へのデートＤＶ ・市内の高校生を対象に実態の調査を実施する。 人権推進室

の実態調査の実施

職員意識調査の実施 人権推進室

人権推進室

3 12 人権推進室

13 ①妊婦健診を公費で14回実施 健康推進室
②妊娠中の歯科検診を公費で１回実施
③助産師等により妊産婦の健康の保持や新生児の発育・発達
  の確認、保護者への育児上のアドバイスのための訪問指導
  を実施
④中学１年生の女子対象に公費負担による子宮頸がん予防ワ
  クチン接種の実施
⑤20歳以上の女性を対象に子宮がん検診の実施

男女共同参画人材育成
事業

・教育現場および市職員の男女共同参画推進に資する人材育成
の実施。

 
意
識
改
革
の
た
め
の
教
育
・
学
習
と
啓
発
の
推
進

生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
支
援

24

・市民対象の人権意識調査を実施するなかで、男女共同参画の
意識も調査する。

・職員の人権意識調査項目に男女共同参画の視点を加える。

23.24.25.26.27

27

27

27

23.24.25.26.27

25

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

・はばたきプラン2011の重要項目の数値目標達成に向けた「働
き方の見直しに関する全職員対象アンケート」の実施。

23.24.25.26.27

働き方の見直しに関す
るアンケート実施

リプロダクティ
ブ・ヘルス・ライ
ツに関する理解の
促進

たばたきセミナー リプロダクティブ・ヘルス・ライツに関する正しい理解の周
知・啓発に関するセミナーの実施。

生涯を通じた男女
の心身の健康づく
りの支援

女性のライフスタイル
支援事業

・公立・民間保育園の保育士が京都府や保育協会が実施する研
修に参加し、子どもや家庭の支援に関する研修を受講し、人権
尊重を保育の基盤とする。

差別を許さない人材育
成基本計画

・各地区で計画実行されている人材育成計画に男女共同参画の
視点を徹底する取組の実施



3 13 ⑥30歳代の女性を対象に視触診と超音波検査併用による
  乳がん検診の実施
⑦40歳以上の女性を対象に視蝕診とマンモグラフィー検査
  併用による乳がん検診の実施
⑧更年期世代を対象に更年期を上手に乗り切るための生活
  習慣改善教室を夜間に実施

生きがい対策事業 人権推進室

健康相談 人権推進室

4 子育て支援課

はばたきセミナー ・家庭生活とそれ以外の生活の両立を可能にする、働き方の見
直しをはじめとする、両立支援セミナーを実施。

人権推進室
23.24.25.26.27

15 子育て支援課

放課後児童クラブ 子育て支援課

子育て支援課

おひさま広場 ・子育てに関する学習会、講座、情報誌の発行。 子育て支援課

家庭生活と地域・
市民活動を両立す
るための支援

14 ファミリーサポートセ
ンター ・育児の援助を行いたい者及び育児の援助を受けたい者からな

る会員組織として福知山市子育てファミリー・サポート・セン
ターを設立することにより、仕事と育児の両立を支援し、安心
して子育てができる環境づくりを行う。

・人権ふれあいセンターにおいて定期的に健康相談を実施

家
庭
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
支
援

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

・地域での子育てをサポートするため、あゆみ保育園（委託、
川合保育園、下夜久野保育園、げん鬼保育園（直営）にセン
ターを設置し子育て相談、園庭開放事業を実施。また、あおい
通りに地域子育て支援ひろばを設置し、子育て相談、子育て世
帯交流事業の実施。

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

・子育て支援策として、放課後や長期休業中に小学校や児童館
で開設。定員超過の小学校を対象に庵我幼稚園で夏季休暇中に
開設。 23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

地域子育て支援セン
ター

保育園

・健康づくり効果、生きがい対策事業を実施し、高齢者の積極
的な社会参加の促進を図る。

・子育て支援策として、公立12園、民間17園開設。女性の社会参加の
ための子育て支援
の充実



4 15 健康推進室

パパ・ママ学級 健康推進室

16 老人クラブ 高齢者福祉課

女性会員への様々な研修会の開催・受講
　（府老連や市老連主催の女性リーダー研修に参加、女性委員
の積極的な事業参画などを推進する。

高齢者教育 ・高齢者学級や高齢者を対象とした公民館の講座等におい 中央公民館

て、固定的な性別役割分担意識を解消するための啓発を行

う。意識改革のための講演会等を開催し、高齢者の参加を

促す。

シルバー人材センター
関連事業

生活交通課

5 17 超過勤務の縮減 職員課
全部署

家
庭
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

・シルバー人材センターの会員が、長年培ってきた知識や経
験、技能を活かし、就業を通じて社会参加することで自らの生
きがい創出と健康維持を図るとともに、地域社会への貢献によ
り地域活力の向上に寄与することを目的に、シルバー人材セン
ターの活動を支援するとともに、就業機会の提供に配慮する。

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

・労働時間の短縮により仕事と家庭の両立支援を図り、健康で
豊かな生活を送るワーク・ライフ・バランスを推進する。
・管理職・監督者による適正な超過勤務命令をはじめ、ノー残
業デー・ノー残業ウィークの徹底、個々の職員の意識改革、職
場風土の改善などを行うとともに、臨時職員によるワーク・
シェアリングや部署内の適正な業務配分、部署間も含めた繁忙
期の協力体制を推進する。

活力ある高齢期の
ための支援策の充
実と介護支援

・生きがいや健康づくり等の事業を実施している福知山市老人
クラブ連合会や単位老人クラブに対する支援。

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

妊産婦にやさしい環境
づくり

①「マタニティマーク」チェーンホルダーと自動車用ステッ
カーを母子健康手帳交付時に妊婦全員に配布。
②「お母さんと赤ちゃんにやさしいまち福知山」のポスターを
市内関係機関等に配布し、啓発。
③全戸配布する健康づくりかわら版にマークを掲示
④妊婦対象に配布している「マタニティお役立ち情報」にマー
クの意味と活用について掲載。
⑤健康推進室及び子育て支援課の公用車に啓発用マグネットを
貼付

・３回シリーズでパパ・ママ学級を実施。妊娠中の過ごし方、
出産に向けて、産後について。男性の子育て参加を促進。

雇用における男女
の均等な機会と待
遇の確保

 



5 17 職員課
全部署

商工振興課
人権推進室

学校教育課

事業所調査の実施 市内事業所の男女共同参画についての取組についてのアンケー
トの実施し、企業の実態を把握する。

人権推進室
24

18 農業振興課

19 人権推進室

就職相談 人権推進室

就労支援相談事業 人権推進室

20 はばたきセミナー ・女性も男性も地域活動に参加できるよう働き方の見直しなど 人権推進室
ワーク・ライフ・バランスを推進の啓発を実施。

6 21

関係する部署

働
く
場
・
地
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

生涯学習課

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

審議会等を運
営している課

・人権ふれあいセンター等において就職情報を提供し、相談を
実施

・府のチャレンジ支援事業でキャリアコンサルタントによる就
業に向けたセミナー。

審議会等への女性委員
の登用

・行政委員会、審議会等市長の付属機関、その他の協議会への
積極的な女性の登用

地域での活動にお
ける男女共同参画
の推進

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27
福知山市企業人権教育
推進協議会での啓発

市審議会等の女性
比率の向上

農業・商工業など
の自営業における
男女共同参画の推
進

農村女性協議会研修会 ・農村女性のネットワーク化による社会参画の促進、「農村女
性のつどい」での男女共同参画についての啓発、広報を実施す
るとともに男女共同参画についての認識を深めるため継続して
実施。

女性の就労・再就
労のための支援

就職・再就職をめざす
女性のためのパソコン
講習会

・１５名定員外部講師による講習会。２５回シリーズ。厚生労
働省コンピュータサービス資格３級合格をめざす。

各種計画、方針決定等
への市民意見の反映

・パブリックコメント等を用い、計画立案時や意思決定時に、
市民の意見を反映できる手法の確立

次世代育成支援対策
特定事業主行動計画の
推進

・次世代育成支援に係る啓発資料の作成、配布。育児休業等の
取得促進、取得後の円滑な職場復帰の支援。男性職員による積
極的な制度の活用。超過勤務の縮減。休暇の取得促進。家庭・
男女の役割についての意識啓発。

幼稚園・小学校・中学
校における衛生推進者
設置

・労働安全衛生法の規定による衛生推進者として、小・中学校
では教頭、幼稚園では園長を任命し、職場の危険・健康障害の
防止、安全衛生教育、健康診断の実施など、労働安全衛生体制
の整備に努める。衛生推進者が職場の環境づくり（ワークライ
スバランスの推進）に努める。

男女雇用機会均等法等
の啓発事業

・福知山雇用連絡会議の活動の一環として、男女雇用機会均等
法等について、商工会議所・商工会会員企業に各種啓発活動を
実施する。
・社会のあらゆる不公平と不合理を許さない企業活動の促進を
図るため、企業の人権学習を推進、支援する。



6 22 職員課

・女性が働きやすい環境を整備し、女性の管理職登用を積極的
に進め、女性管理職比率の維持・向上を図る。（女性職員比率
２８％）

職員課
全部署

女性の職域拡大、職務
分担の見直し

・職務分担や職場習慣において、性別による偏りがないか、偏
りが職場慣行として定着していないかを点検し、必要に応じ見
直しを行う。

全部署

23.24.25.26.27

23
はばたき企業啓発セミ
ナー

人権推進室

24 公民館運営 ・公民館長や公民館主事へ女性の登用を積極的に行う。 中央公民館

丹波生活衣館管理運営
事業

まちづくり推
進課

7 25 ・生涯学習講座 生涯学習課
中央講座、地域講座、学区別研修講座

女性団体ネットワーク 人権推進室

人権推進室

女性学級 中央公民館

26 消防本部

健康推進室

・女性の現代的課題の学習とその解決に向けた実践をめざし、
講座や、健康増進のため体操教室等を開催している。

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

ＮＰＯやボラン
ティア団体との協
働支援

地域活動における
女性登用の啓発

・ネットワーク会議やはばたきプランに基づく研修会や意見交
流会及び学習会を実施。

・福知山市丹波生活衣館の運営にあたり、企画・運営への参画
を促進する。

市幹部職員への女
性登用

職員研修事業の充実

 
市
民
と
の
協
働
体
制
の
確
立

・平成１３年度に発足した「ふくちやまファイヤーエンジェル
ス」を継続して募集し、消防団活動における女性参加を促進す
る。

・食生活改善推進協議会と栄養士が中心になり、子どもから大
人まで各世代に応じた様々な食育事業を展開する。

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

23.24.25.26.27
女性団体の活動支
援とネットワーク
の推進及び人材の
育成

23.24.25.26.27

学校教育課
全学校 23.24.25.26.27

国民の健康づくり推進
事業 23.24.25.26.27

福知山市連合婦人会：
生涯学習講座

・女性団体による事業。講演会、グループワーク、作品展示等
の実施により市民への男女共同参画への啓発をするとともに交
流の場とする。

消防団活動における積
極的な女性参加の促進

はばたきフェスティバ
ル

23.24.25.26.27

市幹部職員への女性登
用

・教職員採用・教職員管理職登用にあたり、適材適所の人員配
置に努める。

企業や団体におけ
る女性登用の啓発

教職員の女性採用と、
教職員管理職への女性
登用

・政策形成、マネジメント系研修への女性職員の受講や対象研
修の拡大に努め、女性職員の受講者を増やす。

 
政
策
・
方
針
決
定
の
場
へ
の
女
性
の
参
画
の
促
進

・はばたきセミナーを事業所向けに企画し、女性の登用や働き
方の見直しについて啓発を実施。



8 27 消防本部
(予防課)

28 広報ふくちやま 人権推進室
23.24.25.26.27

23.24.25.26.27

防災における男女
共同参画の推進

自主防火・防災リー
ダー養成講座

・地域防災力向上の根底を担う「自分たちの地域は自分たちで
守る」自主防火・防災組織－その結成を促進し、その組織的・
実践的活動を推進していくために、地域でその組織のリーダー
として活躍する人材を養成する講座を開講している。受講者
は、自治会長等より推薦を受けたものとしており女性の受講も
あるなか、今後は女性の受講をより一層積極的に推し進める。

国際的協調と連携 ・男女共同参画に係る国際的な動向や諸外国の動き等掲載し国
際感覚の育成に努める。

新
た
な
分
野
、

そ
の
他

の
課
題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＇具体的な数値を記入（

平成２５年度　男女共同参画推進にかかる事業調査結果

施策
番号

事業名 事業概要 課題点・問題点
実施結果

5 市民相談事業

・市政に対する要望や苦情、日
常の困りごとに対して、相談員を
配置して応じるとともに、定期的
に弁護士や司法書士等による専
門相談を開催

市民相談(市民相談室職員対応)483
件中232件、法律相談(弁護士)138件
中84件、法律・登記相談(司法書士)77
件中42件の女性からの相談があり、
悩み事等の不安解消にあたった。

市民相談室職員対応分では、女性
の相談者に対しては、なるべく女姓
職員が対応することで、相談しやす
い雰囲気づくりに心掛けている。

Ａ

市の広報誌として毎月2回、1日
号と15日号を発行する。1日号に
掲載する啓発記事「シリーズ人
権」に男女共同参画社会の実現
に向けた具体的な取り組みを紹
介する。

平成25年8月1日号に「平和について
考えてみよう 人権講演会」のお知らせ
記事を掲載したほか、11月発行の人
権特集号に「福知山朗読奉仕サーク
ル」の紹介記事を1ページ掲載した。そ
のほか、女性相談、就職支援、セミ
ナーなどの案内を定期的に掲載。

関連記事は「シリーズ人権」に限定
せず、必要に応じて掲載する。

Ａ

評　価
担当課

ＡＢＣ

市長公室

市長公室

７ ホームページ運営事業

最新の市政情報を市民や市外
へ情報発信する。

長崎平和の旅や人権講演会、第16回
はばたきフェスティバルなどのイベント
を掲載。

関係課からの迅速なデータ提供や
指示により、速やかにホームページ
のデータを更新、情報発信を行う
が、更新量が年々増えており、即
時の対応が難しくなっている。 Ａ 市長公室

７
広報ふくちやま発行事
業

22 職員研修事業の充実

福知山市丹波生活衣館の運営
にあたり、企画・運営への参画を
促進する。

夏休み期間中に親子藍染め講習会を
３回実施し、各回定員の２０人の参加
があった。振興会の女性会員が藍染
めの技術を生かして指導にあたった。
また、寄贈をうけた生活衣の整理作業
にあたった。

①小人数の講座であるため、指導
にあたってもらう人が限定される。
②会員が高齢化し、新入会員の確
保が必要である。

A まちづくり推進課

2
ハラスメント苦情処理
委員会

・ハラスメント苦情処理委員会に
よりセクシュアル・ハラスメント及
びパワー・ハラスメントの防止に
取り組む。

平成25年度は苦情相談が無かったた
め、委員会の開催は無かった。

A 職員課

２４
丹波生活衣館管理運
営事業

・政策形成、マネジメント系研修
への女性職員の受講や対象研
修の拡大に努め、女性職員の受
講者を増やす。

男女の区別なくすべての研修に受講
機会を設けている。
・中堅職員政策形成研修
・新任課長、新任課長補佐、新任係長
級研修
・全国市町村アカデミー等の女性リー
ダー研修への派遣＇1名（

今後は各職場にいて参加しやすい
状況や女性職員の意識改革等に
取り組んでいく必要がある。

Ａ 職員課

1 DV被害者支援事業

被害者の子どもの予防接種、定
期健診についての支援

来所・訪問・電話等による相談、支援
を実施したケース4件(延べ44件)、うち
市外から避難されているケースの予防
接種の問い合わせ1件あり。

児童虐待とDVケースの関連は深
く、子どもを裸で観察する機会(健診
等)があるが、DVについては、抱え
込んでしまう傾向が強く表面化しに
くいという課題がある。また、被害を
受けていてもSOSを出せない人や
現状を変えたくない人もあり、介入
が難しい。

A 健康推進室

 
 

 

 



15 パパママ学級

13
女性のライフスタイル
支援事業

・妊婦健康診査の公費負担を14
回実施。
・妊婦歯科健康診査事業を実
施。
・育児アドバイスのための助産
師、保健師による訪問指導。

・妊婦健診公費負担妊婦一人に対し
14回実施。
・歯科医師会の協力歯科医療機関で
妊娠中に公費で歯科健診を1回実施。
(H25年度：384人)
・妊産婦の健康保持や新生児の発育・
発達確認、保護者へのアドバイスのた
めの助産師、保健師による訪問指導を
実施。(H25年度妊産婦訪問：実906人
延べ1,113人　新生児乳児訪問：実
641人延べ869人)

・平成21年度より妊婦歯科健康診
査事業を開始。妊婦健診に比べ、
歯科健診の受診率は低く、継続し
て啓発を実施する。
・虐待未然防止の目的のため、妊
婦訪問(特にリスクの高い妊婦)を積
極的に実施している。早期からの
育児支援を継続していく。 Ａ

子宮がん・乳がんマンモグラフィ
併用、エコー併用検診の実施。
検診受診率が低く、これまで受
診されなかった人にもがん検診
の重要性等について理解を促進
し、今後の継続的な受診を促す
ため国の補助を受け女性特有の
がん検診推進事業＇子宮頸がん
検診20･25･30･35･40歳対象（、
乳がん検診(40･45･50･55･60歳
対象)の受診啓発と検診費用の
無料クーポン券を個別送付し、
受診勧奨。また、平成20年から
妊婦健診公費負担の項目に子
宮がん検査を追加。なお、子育
て中の女性や更年期の生活習
慣改善教室等を継続して実施。

・子宮がん検診3,169人、乳がん検診
1,765人(うち、マンモ併用検診1,467
人、エコー併用検診177人、視触診の
み121人)受診。
・妊婦健診として794人が子宮がん検
査を受診。
・子育て世代の健康講座21回実施延
べ448人参加、女性対象の健康講座4
回実施延べ43人参加。

・さらに受診する人、継続して受診
する人が増え、健康に関心をもつ
人が増えるように勤める。

Ａ

健康推進室

健康推進室

Ａ 健康推進室

15
妊産婦にやさしい環境
づくり

「マタニティーマークチェーンホル
ダー」を妊婦に配布。
マタネティーマークを広報紙等に
掲載し、市民への広報活動を推
進。

・母子健康手帳交付時に、マーク入り
チェーンホルダーを配布。また、公用車
にマーク啓発マグネットを貼付。母子
健康手帳交付861人
・マークを健康づくりかわら版(全戸配
布)や子育て情報誌に掲載して啓発。

・マタニティーマークは徐々に認識
されてきたが、「お母さんと赤ちゃん
にやさしいまち・福知山」を推進する
ため、引き続き啓発を行う。

Ａ

食生活改善推進員協議会の地
区組織活動により、食生活改善
を通じて心身ともに健康で生涯
にわたって生き生きと生活でき
る社会を目指し試食を展開する。

・会員数168人
・活動内容
　親子で楽しむ食のひろば7回、歯の
ひろば4回、親子健康教室7回、離乳
教室4回、成人健康教育36回、地域支
援事業28回、ｲﾍﾞﾝﾄ１回 等、乳幼児・
成人・高齢者対象行政協力事業出
務。他自主活動、委託事業にて活動。

・今後も食生活改善推進員の協力
を得て、子どもから大人まで広い年
代で、課題に応じた食育く活動を行
なう

Ａ

健康推進室

13
女性のライフスタイル
支援事業

・男女共同参画の視点に立ち、
男女で協力して妊娠、出産、育
児に取り組めるよう、年間12回
の教室を実施(うち、3回は土曜
日に開催)

・妊婦が安心して妊娠時期を過ごすた
め、夫も父親の役割を理解する一方、
妊娠、出産、育児について夫婦で意識
を高めるために教室を開催。年々参加
者が増え、夫の同伴率も増加してい
る。
・平成25年度参加人数：延べ394人
＇夫婦302組のうち夫同伴141組、夫同
伴率46.7％（

・医療機関で実施されている妊婦
健康教室との連携や教室の内容に
ついても検討しながら実施してい
く。
・健康増進計画の推進も兼ねて、
参加者への卒煙教育を実施する。

健康推進室

1
こんにちは赤ちゃん事
業

概ね3カ月の乳児家庭を訪問し、
孤立化を防ぐために様々な不安
や悩みを聞くとともに、子育てに
関する情報提供し、親子の心身
の状況や養育環境などを把握
し、支援が必要な家庭に対して
適切なサービス提供に結びつけ
る。

訪問対象者数：823人
訪問件数：796人
　　　　　　　＇うち要支援31人（
支援内訳：要対協対応9人
　　　　　　　保健センター対応19人
　　　　　　　民生委員対応2人
　　　　　　　医療機関管理中1人 Ａ 子育て支援課

２６
国民の健康づくり推進
事業

 



子育て支援課

4 母子生活支援施設

4 ＤＶ被害者支援事業

ＤＶ起因児童虐待児童の入園支
援

入園児童：1人 ＤＶ被害者が加害者に依存してい
るケースが増加

Ａ

Ｂ 子育て支援課

５ 家庭児童相談事業

子育てをはじめとする様々な悩
みについて、相談員３名が常時
相談を受ける。

相談件数：195件
・児童虐待関係132件
・養護相談48件
・非行相談1件
・育成相談11件　その他3件

Ａ

育児の援助を行いたい者と育児
の援助を受けたい者が福知山市
子育てファミリー・サポート・セン
ターに会員登録し、会員相互の
安心した子育て支援環境を提供

依頼会員：199人
協力会員：116人
両方会員：31人
年間支援件数：619件

依頼会員は増加しているが、協力
会員が増えず、マッチングが出来な
い場合がある。

Ｂ

子育て支援課

8 児童館市民啓発事業

全児童館で啓発事業を行い、男
女共同参画や女性の人権等の
啓発事業を行う。

人権啓発事業
・実施回数：48回
・参加者人数：1357人

全児童館での実施となっていない

子育て支援課

10 保育園人権研修

保育の質を担保する保育園職員
の人権研修会を実施

児童虐待を防止のため要保護児童対
策地域協議会と市保育協会の共催で
保育士等保育園職員に対する研修会
を実施。児童虐待の当事者から親支
援の在り方を学ぶ内容とした。
出席者：269人

全ての保育園の職員が参加できて
いない。

Ｂ 子育て支援課

9
ファミリーサポートセン
ター事業

Ａ 子育て支援課

14 保育園

家庭での保育に欠ける保護者の
就労支援
保育時間：7：30～18：30

入園児童数＇3月1日現在（
　　公立：679人
　　私立：1938人

保育士の確保が困難で、年度途中
の0歳児、1歳児の入園ができない
状況がある。

Ｂ 子育て支援課

14
放課後児童クラブ
＇校庭開放事業含む（

家庭での保育に欠ける保護者の
就労支援
開設時間：放課後～19：00

開設小学校：19箇所23小学校

児童クラブ利用児童＇8月1日（
　　　　1019人／対象3170人中

子ども子育て支援新制度に係る条
例化や運営基準の策定
指導員の資格基準の検討
6年生受入れに向けた施設整備
校庭開放事業の廃止＇平成25年度
末（

ＤＶや児童虐待の母子に対する
相談、ＤＶ被害者の母子自立支
援施設への入所

母子生活支援施設入所：0人
ＤＶでの相談：2人
ＤＶでの要対協管理：6人

ＤＶ被害者が加害者に依存してい
るケースが増加

Ａ 子育て支援課

4
要保護児童対策地域
協議会

児童虐待を防止及び特定妊婦
やひきこもりの児童への支援の
ため要保護児童対策地域協議
会を設置するとともに、相談や通
告に対応し、保護者支援を行う。

継続ケース：63人
新規ケース：69人
特定妊婦：12人
児童虐待防止啓発研修：3回
街頭啓発：1回
要対協委員事例研究：3回

関係機関との連携の強化と役割分
担の明確化及び広域連携

Ａ 子育て支援課

 



家庭で育児している保護者を中
心に交流や相談の場を提供
あゆみ保育園、三和保育園、下
夜久野保育園、げん鬼保育園、
地域子育て広場を開設

利用者：延べ6,334人
相談件数：延べ251件

市街地中心部の広場は利用者が
増加し、施設が狭小となっている。
また、駐車場も不足している。

Ｂ 子育て支援課

14 おひさま広場

子育て世代が様々な交流行事
でであい、育児ストレスを発散さ
せ、育児スキルの習得や悩みの
相談を実施

行事件数：15回
参加人数：2271人

Ａ 子育て支援課

14
地域子育て支援セン
ター

4 ＤＶ被害者支援事業

被害者の住居を確保するととも
に経済的な支援を行う。

DV被害者で、新たに住居の確保を要
する対象者はなかった。家庭内DVの
相談については、人権推進室と連携し
対応した。 Ａ

5
障害者相談員相談事
業

日常生活に著しい制限を受けて
いる在宅の障害者のために、身
体障害者相談員が定期的な相
談日を設け、福祉相談等を行う
ことにより、障害者の日常生活
の向上を図る。

身体障害者相談員による身体障害者
相談を、毎月第１、３日曜日＇１月は第
１のみ（に総合福祉会館にて行ってい
る。
相談員の数＇男性7人：女性6人（

Ａ

１６
シルバー人材センター
関連事業

シルバー人材センター会員が長
年培ってきた知識や経験を活か
し、就業を通じて社会参加するこ
とで生きがいの創出、健康維持
とともに、地域活力の向上に寄
与することを目的に、シルバー人
材センターを支援する。

シルバー人材センターの安定的な運
営基盤を確保するための補助金交付
にあわせ、「高年齢者等の雇用の安定
等に関する法律」に基づき、就業機会
の提供を目的に適切な業務発注に努
めた。

労働人口の減尐が進む中、生きが
い対策や地域活力向上のために
も、元気な高年齢者の方の就業を
通じた社会参加は不可欠であり、
その支援母体であるシルバー人材
センターに対し引き続き必要な支援
を行う。

Ａ 生活交通課

4
女性相談・ＤＶ相談の
周知

・市民課は市役所の窓口であ
り、多くの市民が訪れることか
ら、窓口に「市女性相談のお知ら
せ」や「ＤＶ相談支援カード」をお
き、相談窓口の啓発に努める。

受付カウンター等に女性相談等のお
知らせチラシ等を置くことにより、啓発
を実施するとともに、DV支援等の相談
があれば、人権推進室と連携をして、
相談に応じている。

相談したことにより新たな人権侵害
が発生しないように、相談者の人権
に配慮した対応が必要。相談に応
じる職員への研修を実施し対応能
力の向上を図る。 Ａ

16 老人クラブ育成

高齢者の福祉の増進を図るため
に、生きがいや健康づくりなどを
行う老人会の育成。

高齢者の福祉の増進を図るために、
生きがいや健康づくりなどを行う老人
会の育成を推進した。

組織化されていない地域もある。
会員は減尐傾向にある。

Ｂ

・ＤＶ被害者から、転入・転出・転
居等住民登録の手続きに際し被
害者からの申し出により、「要注
意情報」を登録し、住民票等の
請求について配慮するとともに、
庁内との連携をとり、ＤＶ被害者
の保護に努める。

支援措置件数　５３件＇内本市受付件
数２３件　（

他市で発生した事案を考慮し、本市
の基幹系システム上で、住所を表
記しないようにした。

A

高齢者福祉課

市民課

社会福祉課

社会福祉課

市民課4
ＤＶ被害者住民基本台
帳事務支援措置

 



 

A

１７
男女雇用機会均等法
等の啓発事業

２６
消防団活動における積
極的な女性参加の促
進

農業振興課18
農村女性協議会研修
会

農村女性のネットワーク化による
社会参画の促進、「農村女性の
つどい」での男女共同参画につ
いての啓発、広報を実施するとと
もに男女共同参画についての認
識を深めるため継続して実施。

いちごジャム作りや味噌作りなどの各
種イベントにおいて、会員外にも広く参
加を呼びかけることで、会の活動を
知ってもらい、さらなるネットワーク化
の推進を目指した。

農村女性のネットワーク化を推進す
ることを目標に、積極的にさまざま
な活動をされている。

1 ＤＶ被害者支援事業

・被害者の国民健康保険加入に
ついての支援

・DV被害者で住所を移せない人の支
援＇国保加入・国保証の送付（
１２名
・DV被害者で基幹システムで住所表
示されない人の支援。＇京都地方税機
構から発出される重要書類の送付を
請け負う（　　　　　数名

システムで表示されないということ
は、知りえた住所をシステムの送付
先に入力してはいけないし、送付す
る際に調べた住所を書き留めては
ならないという申し合わせで運用し
ている。一人一人が意識しての運
用であるので、間違いがないように
引き継がなければならない。

A 保険課

・福知山雇用連絡会議の活動の
一環として、男女雇用機会均等
法等について啓発資材を作成し
配布

・企業向け啓発冊子を1,700部作成し、
商工会議所・商工会を通じ市内企業
1,630社に配布。その他、人権ふれあ
いセンター等の窓口等で配布

・啓発の効果的な時期や啓発資材
を検討しながら引続き実施

A
商工振興課

4 市営住宅入居募集

・ＤＶ被害者への市営住宅の目
的外使用や母子家庭への市営
住宅の優先枠の確保を行う。

・ＤＶ被害者については、平成２５年度
は２件の相談があり、２件の入居が
あった。
母子家庭については、南岡団地を母
子家庭専用住宅とし、平成２５年度は
１世帯の入居があり、現在７世帯が入
居中である。

・ＤＶ被害者の各機関等との連携は
取れており適切に対応が取れてい
る一方、入居に際しては相手から
遠方の住宅に居住したい希望に添
えない場合がある。

Ａ 建築課

１０ 消防団等研修

男女共同参画の視点から、家庭
や職場における役割分担意識の
解消に向け、男女の別なく子育
てや家事への参画を促進するた
め、消防職員・消防団員への啓
発を行う。

福知山市消防団幹部・新入団員研修
会＇４月７日、参加人員２４６名（におい
て人権研修を実施。

今後の取り組み方法など協議を重
ね、更なる充実を図る。

Ｂ 消防本部

「ふくちやまファイヤーエンジェル
ス」及び各分団における女性消
防団員の入団促進と活動促進

新入団員の勧誘・広報の実施により、
女性団員５名が入団した。
・分団所属　１名
・ファイヤーエンジェルス　４名

募集方法について、効果的な手法
を検討するとともに、女性消防団員
の活動環境の整備と充実を図る。

Ｂ 消防本部

２７
自主防災リーダー養成
講座

地域の自主防災組織のリーダー
となる人材を養成する講座を開
講している。

平成２５年度の受講状況
・初級講座＇９月１５日（
　　受講者８８名のうち女性１名
・中級講座＇９月２２日（
　　受講者３４名のうち女性３名

自治会長を通じて受講者を募って
いるが、まだまだ男性が受講するも
のとの認識が強い。
役割分担意識の解消に向け、女性
の受講をより一層積極的に推し進
める。 Ｂ 予防課

 



９ 幼稚園教育

市民病院

市民病院

１５
両親学級  ダディ＆マ
ミィプラザ

・妊婦とその夫が妊娠初期から
分娩、育児について主体的に課
題解決できるように参加型集団
指導を行うというもの。ハイリスク
妊娠とならないためには、核家
族が多い中、父親も積極的に協
力し自己管理の意識を高める必
要がある。そのため両親学級へ
の参加がしやすいように、前期･
後期の2回1クールで開催日も水
曜日・日曜日に実施し、父親の
仕事の都合や母親のみの参加
でも出席しやすいよう選択の幅
を広げている。　隔週水曜日、日
曜日予約制

・1年間で夫婦でのべ574組、986人の
参加があった。個別的に助産師外来
での指導を望まれるケースもあり、
ニーズに合わせた対応ができてい
る。・夫の立ち会い出産は増加傾向で
7，8割が立ち会いをされている。立ち
会い時の産婦へのサポートだけでな
く、出産後の育児にも積極的な参加が
見られる事例もあり効果を上げてい
る。

１)参加率のアップ2)多人数クラスの
ため参加型教室、参加者の交流の
場となるような方法の検討。3)市保
健センターなど地域への情報公
開、指導、連携

B

・2年の準備期間を持ち、H20.5
に稼働。妊娠から出産、産褥を
特定の助産師が継続して担当
し、安全で満足度の高い出産と
なるよう、妊娠中の心身の準
備、自己管理について細やかに
相談に応じ、夫婦で主体的に出
産、育児の課題を乗り越えるた
めの支援をする。また、リスクが
高い場合は医師コースへ移行し
たり、緊急時は24時間産科医、
小児科医の応援が求められるシ
ステムにより、安全を保障してい
る。

・H20年5月、妊婦検診よりスタートし
た。Ｈ25年度は説明を受けた人が11
名。そのうち骨盤位、貧血等、予定超
過等で医師コースになったひとが5名。
分娩に至った人3名＇内１名はＨ24年
度から（。出産予定の人4名。　これま
で、殆どのケースで夫が助産師の妊
婦検診に同行されるので、妊娠中から
妊婦の健康や、分娩時、出産後の家
事育児について具体的にイメージで
き、夫のサポートについても具体的に
考える機会となっており、立ち会い出
産や産後のサポートも院内助産院
ケースの夫のサポートは主体的でしっ
かりされている印象を受ける。また途
中で医師コースになった人も主体的な
分娩について考える機会があったこと
で、満足のいく分娩をしたと振り返りを
される方が多い。

・分娩制限は行っていないが、今
後、院内助産院希望者が増えるこ
とをを考え、対応できる助産師の確
保、専門技術の育成が必要であ
る。

B

救急入院や分娩入院で子どもの
虐待を疑う事例があったときの
面談と支援＝市子育て支援課、
児童相談所への連携子どもの虐
待リスクを早期発見し予防する
ためのスクリーニングと子育て支
援、地域への紹介

18年度から開始し、虐待リスクのスク
リーニング項目を作り育児不安の早期
発見、早期介入により、育児不安、育
児の孤立化による虐待を予防するた
めの早期からの子育て支援と地域へ
の継続をシステム化した。育児支援の
ため入院時にスクリーニングと支援方
針をカンファレンス、満足のいく出産体
験にするための支援、入院中の子育
て指導・相談、支援、地域への紹介を
行った。平成25年度の地域への紹介
事例はのべ38組。うち、助産師外来か
らの紹介は4件《妊婦3件、褥婦１件》
であった。

近隣の産科医不足、分娩制限か
ら、生活困窮者、妊婦検診未受診
妊婦が他の市や兵庫県からも来院
するケースが増えている。生活困
窮者や未受診ケースは複雑な家庭
事情の方が多く、近隣の産科閉鎖
に伴い今後当院の果たす役割は
益々大きくなると考える。今後、早
期発見のために当院がリーダー
シップを取り地域との連携を図って
いきたい。

B

市民病院

１５
子育て支援事業母子
支援事業

園児が園生活の中でこれまでの
男女の固定的な性別役割分担
意識概念にとらわれることなく、
自分らしさとお互いを大切にする
意識を自然に学び、認識できる
ような指導内容での教育を行な
う。また、保護者と関わる中で、
家庭における固定的な性別分担
意識の解消への啓発を行なう

園生活の様々な場面で使用する教
材、記念品等の色や柄は、多くの選択
肢の中から園児が自ら選ぶようにする
とともに、個々の選択について互いに
認め合う気持ちがもてるように指導し
た。また、日々の遊びや生活の中で決
めつけがないか、互いの思いや考えを
幼児なりに尊重し合えているか意識し
て保育にあたるようにした。

保育にかかわっては事業概要にあ
る教育内容で十分指導できたが、
保護者へのジェンダーに関する啓
発が十分実施できなかった。

B 教育総務課

１５ 院内助産院

１０ 幼稚園職員研修

男女共同参画人権に関する職
員研修を課内研修として各園ま
たは複数園共同で行なうことに
より、職員の人権意識の向上や
ジェンダーに敏感な視点を養う

課内人権の主テーマとしては取り上げ
なかったが、課内人権の研修の中で、
あるいは日々の保育の中で話し合っ
た。

担任２年目の講師が意識して日々
の保育に当たれるように、展示物
等具体的な配慮を検討する。

Ｂ 教育総務課

 



1 DV被害者支援事業

被害者の就学を支援した。 学校、庁内各課と情報を共有し、被害
者のプライバシー保護を最優先にした
就学環境づくりを行った。

支援担当課連絡会を基として、今
後も引き続き関係機関との連携を
図っていく。

A

９ 学校における人権教育

学校教育課

１０ 学校用務員研修

・全体での職場研修で、男女共
同参画をはじめさまざまな人権に
関する研修を取り入れ、性別役
割分担意識の解消に向けて、男
女共同参画の意識向上を図る。

・8月に、学校用務員を対象とした人権
研修会を実施した。
・2日間で6時間実施し、延べ133人が
受講した。

普段研修機会の尐ない学校用務
員に研修の意義をしっかり認識させ
るとともに、職務との関わりを通して
人権の大切さを身につけていきた
い。

Ｂ

・園長会等で基本計画の『子ども
たちの「自分らしさ」を基準に個
性を伸ばし、多様な進路選択を
可能にする男女平等教育を推進
すること』、保護者との関わりの
中で『就学前から家庭における
固定的な性別役割分担意識の
解消に向けての啓発の推進』を
行うことへの意識を徹底し、園長
を通じて各園の職員の意識の徹
底も図る。

・基本計画の「子どもたちの自分らしさ
を基準に個性を伸ばし、多様な進路選
択を可能にする男女平等教育を推進
すること」、保護者との関わりの中で
「就学前から家庭における固定的な性
別役割分担意識の解消に向けての啓
発の推進」を行うことへの意識を徹底
できるように努めた。

・子どもの豊かな心の育成を図り、
人権を大切にする心を育てようと取
り組んでいるが、その取組が男女
共同参画の推進にどの程度つな
がっているかの評価は難しい。

Ｂ

教育総務課

教育総務課

３ 子ども安全対策事業

全ての子どもの安全を確保する
ため学校・地域・関係機関を含め
た防災・防犯・交通安全指導の
徹底と安全対応の検討を実施し
た。

通学路における危険箇所の点検を行
うことにより、道路管理者や警察にお
いて通学路の安全性にかかる連携を
深めることができた。

引き続き、子どもの安全を確保して
いくため、継続的な安全指導の徹
底と安全対応の検討が必要であ
る。

B 学校教育課

１０
差別を許さない人材育
成基本計画

男女共同参画について、各校の
人権教育推進計画に基づいて行
う。各教科・人権学習の中で男
女共同参画について正しい知識
と実践力を培う学習を実施する。

男女平等・共同参画について市作成
の人権学習副読本『幸せを生きる』や
京都府の副読本・資料等を活用し、正
しい認識を培うことができた。

男女・共同参画に関する正しい認
識は培うことができたが、行動化ま
でには至っていない。実践力を重
視した継続した学習が必要である。

B 学校教育課

１０ 教職員研修

・年度当初の研修の中で男女共
同参画の理念を教職員全体で
理解する機会を設け、すべての
学校教育の根底に男女平等並
びに男女共同参画の意義を位置
づける。
・育児休業や育児短時間勤務な
ど仕事と子育ての両立について
関連資料に記載された事項を日
常の業務に活用する。

・年間を通じて男女平等や男女共同参
画に基づいた教育活動を実施すること
ができた。
・「次世代育成支援ハンドブック」など
の資料に記載された事項を、日常の業
務に活用することができるよう、管理
職の会議において指示した。

・学校では、比較的男女平等や男
女共同参画の意識が高いが、女性
教職員がより一層休暇を取りやすく
するよう、出産や育児なども含め更
にその実践を進める必要がある。

１７
幼稚園・小学校・中学
校における衛生推進者
設置

教職員の安全衛生管理につとめ
るものとして、衛生推進者を任命
した。

衛生推進者として15名を任命 教職員一人ひとりの健康管理を把
握するものとして、今後も継続的な
推進者の設置が必要である。

A

B 学校教育課

学校教育課

 



Ａ 学校教育課

各人材育成事業において、あら
ゆる差別を許さない子どもの育
成のための取組を実施。

人材育成支援事業において、人権強
調月間事業・人権を考える市民のつど
い事業を学習会に設定。1・2次の学習
会あわせて78人の参加があった。

様々な人権の視点での学習会を開
催しているが、より多数の本人参加
を得るあり方を検討している。

B

２２
教職員の女性採用と
教職員管理職への女
性登用

教職員採用・教職員管理職登用
にあたり、適材適所の人員配置
に努めた。

管理職６６名のうち女性２０名
新規採用教職員１５名のうち女性８名

京都府教育委員会と連携して引き
続き女性管理職の登用や女性教
職員の採用に努めていく。

学校教育課

8
共に幸せを生きるまち
づくり人権講座

一人一人が今一度、様々な人権
の大切さについて学び、家庭や
地域での実践に資する。

7/25「男性が介護をするということ～こ
れからの介護のかたち～」
講師：津止正敏さん
日新地域公民館＇参加42名（
※人権推進室と共催

地域公民館を中心に計画的な実施
を行う。

Ａ　 生涯学習課

10
差別を許さない人材育
成基本計画に基づく取
組の推進

8 教育集会所たより

施設だよりの中で、個人として能
力を発揮できる男女共同参画社
会の実現を図る内容の啓発文を
掲載する。

配偶者等からの暴力をなくす啓発期間
などにあわせ、パープルリボン運動を
始め、様々な女性の人権にかかわる
問題について啓発記事を掲載。

より啓発効果の高い内容、掲載時
期について検討していく。

Ａ

8
教育集会所における啓
発事業

女性問題、男女共同参画に関す
る内容で市民啓発として講演会
を実施。

女性問題等に関する内容の講演会の
実施なし。

各集会所で、さまざまな人権問題を
取り扱う講演会を実施する中で、計
画的に内容を検討していく。

Ｃ

8 地区公民館巡回講座

男女共同参画、男女＇性差（平
等、女性差別撤廃など社会のあ
らゆる不公平と不合理を許さな
い、共に幸せを生きるまちづくり
を各地域で推進するため、地区
公民館において主体的に学習を
進める。

ＤＶや、ＤＶに至る背景としての固定的
な性別役割分担意識等について、ビ
デオ「私の差別、あなたの偏見」を用
いて学習。

地区公民館での学習は、ビデオを
使用したものがほとんどであるた
め、学習内容がビデオの内容に準
じる。

Ａ

各地区で計画実行されている人
材育成計画に男女共同参画の
視点を徹底する取組の実施

児童館、差別を許さない子ども育成協
議会と連携する中で、女性にかかわる
人権問題のみならず、同和問題をはじ
め様々な人権問題、差別を許さない、
失くしていこうとする子ども達を育成す
るために取組を実施。

子どもから保護者へ、保護者から
子どもへと学習内容が波及していく
ように取組内容を検討していく。

Ａ

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

17
福知山市企業人権教
育推進協議会での啓
発

社会のあらゆる不公平と不合理
を許さない企業活動の促進を図
るため、企業の人権学習を推
進、支援する。

企業内での女性の人権問題について
講演会を実施。

担当者研修会＇9月（
「ハラスメント防止」
女性問題研修会＇2月（
「職場における女性の活躍」

講演会、ビデオ学習等、企業内で
の女性に関する人権問題、機会の
均等等について啓発を進める。

Ａ 生涯学習課

8
差別を許さない人材育
成基本計画

 



5 女性相談事業

・女性が抱える様々な悩みにつ
いて、女性専門のカウンセラー
が相談を受ける。毎月１～２回実
施。

・39件の相談があった。内容は夫婦関
係についてが6件、離婚についてが6
件その他ＤＶ、家庭問題など。

・予約状況は概ね定員以上となっ
ており、回数の増を検討する。
・予約してもやむを得ない事情で来
られない相談者のために、電話で
の対応も行い、充実させていく。

Ａ 人権推進室

5
男性のための電話相
談

・カウンセラー＇男性の臨床心理
士（による電話相談。年6回実
施。

・10月～11月の毎週木曜日に計6回
実施。9件の相談があった。
・夫婦関係や生き方についてなどの内
容。

・男性に特化した相談として、短期
集中した日程とし、広報も広く効果
的に実施できた。
・男性の相談のニーズも大きくなっ
ており、充実に向けて検討してい
く。

Ａ 人権推進室

1 DV被害者相談事業

25
福知山市連合婦人会：
生涯学習講座

生涯学習講座
　中央講座、地域講座、学区別
研修講座

女性リーダー育成研修に参加。 婦人会活動の中で、学習を進め
る。

Ａ 生涯学習課

１ 相談窓口の周知

・市民の利用が多い施設の女子
トイレにＤＶ相談支援カードを設
置
・男女共同参画推進に係る啓発
チラシ等をパンフレットスタンドに
据置

人権推進室の依頼によりカードを設置
男女共同参画推進に係る啓発チラシ
等をパンフレットスタンドに据置

特になし

16 高齢者教育

・高齢者学級や高齢者の人材を
活用した事業実施。

高齢者学級・高齢者大学での人権講
座開設、高齢者人材活用バンク活動
による地域交流。

参加者の減尐。高齢者人材活用バ
ンクの登録者の高齢化の進行と新
規登録者がないことにより活動に
支障が生じており、新たな人材の
確保が課題。

A

・公民館長や公民館主事へ女性
の登用を積極的に行う。

地域公民館の館長・主事１６名中女性
６名

夜間の１名での勤務があり、防犯
上等の問題がある。

A

B
人権ふれあいセンター

中央公民館
地域公民館

中央公民館

中央公民館

Ａ 人権推進室

25 女性学級

・女性の現代的課題の学習とそ
の解決に向けた実践を目指し、
講座を開催し、健康増進のため
体操教室も開催している。

女性学級・講座の開設
参加者の減尐のため他の関連団体と
の共催開催方法など事業展開を模索

参加者の減尐。

A

・１１月の「女性に対する暴力を
なくす運動週間」にあわせ、DV
の実態や被害者へのサポート等
に関する講座を実施し、啓発を
行う。

・広報ふくちやま人権特集号に啓発記
事を掲載。
・市内の高校１年生にデートＤＶ防止
パンフレットを配布。
・女性団体と協働してパープルリボン
等ＤＶ防止啓発にかかる展示、街頭啓
発を実施。

・若年層に向けてデートＤＶ防止の
取組みをすすめることができた。
・高校や中学校とも連携をすすめ
る。 Ａ

中央公民館

24 公民館運営

・相談員のスキルを向上させ、
DV被害者の救済と適確な支援
の入り口となるDV相談を行う。あ
わせて、ＤＶグループワークを実
施。

・年間の女性相談が115人、のべ337
件。そのうちＤＶ相談で行政職員＇係
職員（対応は、43人のべ187件。

・相談対応する職員のスキルアップ
を図る。
・京都府や警察等関係機関と連携
を深め、被害者の保護救済にあた
る。

人権推進室1 DV防止啓発事業

 
 



5
立命館大学学生による
法律相談

・ＤＶ相談や離婚相談が増え、専
門的な法律相談が必要になって
きている。そのため官学協働で
法律相談を開催することで充分
な相談時間を確保し、市民ニー
ズに対応する。

・年2回実施。
6月7件、10月15件の相談があった。

・法曹専門の学生ということもあり、
毎年相談者からは、時間をかけた
丁寧な対応に高い好評を得てい
る。官学協働の取組で今後も継続
実施をしていく。

Ａ 人権推進室

8 新成人啓発

・成人式参加者に男女共同参画
推進の啓発チラシ配布

・デートＤＶの啓発資料を配布
約８００人

・若い世代への啓発によって、ＤＶ
の早期対応ができるよう啓発を継
続する。

Ａ 人権推進室

人権推進室

６
８
12
14
20

はばたきセミナー

8
男女共同参画年次報
告書作成

・男女共同参画の推進等に関す
る市施策の実施状況と効果等に
ついて報告書を作成し、公表す
る。

・報告書を作成し公開した。 ・継続作成し男女共同参画の推進
啓発に努める。

Ａ

10
男女共同参画人材育
成事業

人権推進室
8
28

広報ふくちやま

・シリーズ人権等に掲載。掲載内
容は市民意識調査に基づいた男
女平等について、ＤＶについて、
講演会や相談のお知らせなど。

・各戸配布
掲載内容：ＤＶ防止、事業所統計調査
結果、女性相談、男性のための電話
相談、立命館大学学生無料法律相
談、はばたきセミナー及びはばたき
フェスタ開催のお知らせ。

・男女共同参画社会実現を図るた
め引き続きさまざまな問題について
啓発する。

Ｂ

Ａ

・教育現場および市職員の男女
共同参画推進に資する人材育
成の実施。

5
京都府関係機関との
連携

・警察、中丹西保健所、京都府
北部家庭支援センター、京都府
家庭支援総合センターなどと連
携をとりながら相談支援活動を
展開。

・ＤＶ被害者の担当課と連携をとりなが
ら、相談支援を行った。
・京都府や警察署と定期の連携会議を
実施。

・DV被害者の支援だけでなく、同伴
児童の支援も重要である。児童相
談所も含め、相談機関との連携を
進めていく。

Ａ 人権推進室

・市民を対象に男女共同参画の
意識の高揚を図るための講座を
実施。

・年４回の講座を開催。講座内容は、
男性介護、DVと児童虐待、リプロダク
ティブヘルス・ライツ、デートＤＶ、につ
いて開催。297名の参加。

・今後も若年層や男性を含め幅広
い層へ啓発していく必要がある。
・市内の団体と共催し、実施するな
ど参加者増に努めたが、一層の参
加者増を図る。

Ｂ 人権推進室

8 おしゃべりカフェ

・同世代の働く女性が集まってお
茶をしながら気になることについ
て話したり、情報交換をしたりす
る中で参加者同士のつながりを
つくるとともに、今後の事業展開
につなげていく。

・2回実施。
・参加者同士が仕事やライフプランなど
フリートークによる交流を行った。
・若年層への啓発、意見交流の場と
なった。

・参加者同士さらにつながりを深
め、今後の事業の企画や運営につ
ながるようにしていく。

人権推進室

10
差別を許さない人材育
成基本計画

各地区で計画実行されている人
材育成計画に男女共同参画の
視点を徹底する取り組みの実
施。

・会館・児童館・教育集会所が連携し
て各地区において、人権尊重を基本と
した人材育成の計画を策定した。進行
についてヒアリングによる事業点検を
行い、進行管理している。
・ヒアリング結果等を全体で共有し、人
材育成の取り組みを進めることができ
た。

・男女共同参画に焦点化した取組
みについて検討するとともに、理解
を深める啓発を継続していく。

Ｂ 人権推進室

・専門研修を積極的に受講するなどの
育成に努め、相談員としてのスキルを
向上させている。

・人材育成を継続していく。

Ｂ 人権推進室

 



23
はばたき企業啓発事
業セミナー

・男女共同参画社会の実現に向
けた啓発として市内事業所を対
象にセミナーを実施。

・福知山市企業人権教育推進協議会
と連携し、事業所の人権研修担当者
等を対象にハラスメントのない職場づく
り、女性登用について講演を実施し
た。参加者は計116人。

・商工会議所などと連携しさらに広く
啓発する必要がある。また、広報な
どにより啓発していく必要もある。

Ｂ 人権推進室

19
人権ふれあいセンター
等における就職相談

・就職の相談に応じるだけでな
く、女性の能力開発、学習の場
の提供に努める。

・人権ふれあいセンター職員がハロー
ワークやジョブパーク北部サテライトを
訪問し、説明を受けるなど連携を深
め、相談対応や情報提供を行った。

・今後も、ジョブパークや府若年者
就業支援センター等との連携をより
深め、女性の能力開発、学習の場
の提供に努める。

Ｂ 人権推進室

19 就労支援相談事業

・府のチャレンジ支援事業でキャ
リアコンサルタントによる就業に
向けたセミナー。

・パソコン講習会の受講者を対象とし
て、ビジネスマナー講習会を1回実施。
就職活動を始めるにあたっての心構え
やマナー、面接の仕方、履歴書の記
入の仕方を研修。

・パソコン講習会でのセミナーの位
置づけを受講者にしっかり伝え、就
職への意識を高める。

19
就職・再就職をめざす
女性のためのパソコン
講習会

・14人定員、外部講師による講
習会。24回シリーズ。
コンピュータサービス＇エクセル（
資格3級合格をめざす。

・6人の受講。コンピュータサービス＇エ
クセル（資格3級を6人受験。全員合
格。
・ビジネスマナー講習を実施し、就職
活動につながるよう支援した。

・受講終了後半年後のアンケート
で、就職した人は1名。講習期間中
での就職情報の提供などで意識の
向上を図っていく。
・マザーズジョブカフェ等とも連携し
ていく。

25
はばたきフェスティバ
ル

・地域の絆を深めよう～男女＇と
も（に希望を持って行動しよう～
をテーマに「はばたきフェスティ
バル」を開催。

・実行委員会による企画、運営におい
て、講演会・期間事業＇ワークショップ
等（・展示を行った。
・全体会「ジェンダーとデートＤＶ」講師
伊田　広行　さん　約210人参加。

・「はばたきフェスティバル」として講
演会、期間事業を開催し男女共同
参画推進について考える機会と
なった。様々な事業を展開する期
間事業では、参加対象者を絞った
ワークショップや講座を開催したた
め、男性や若年層の参加につな
がった。今後の実施方法、参加者
の確保、時期等検討する必要があ
る。

Ｂ

・市内の女性団体やグループ相
互の交流及び連携を図り、ともに
男女共同参画社会をめざした
「はばたきプラン2011」の具現化
をめざす。

・３回のネットワーク会議を実施。
・パープルリボン作成し、イオン・福知
山駅でＤＶ防止の街頭啓発を行った。
また、掲示物を作成し、図書館で展示
した。
・１回の意見交流会を実施。女性の参
画、人材育成、情報共有について意見
交換を行った。
・学習会を２回実施。はばたきプラン
2011やＤＶについて学習を行った。

・女性団体ネットワーク独自の事業
や市事業との連携について模索す
る必要がある。

B

Ａ 人権推進室

人権推進室

Ａ 人権推進室

人権推進室

5 人権相談

・広く人権にかかる相談の場とし
て月1回＇支所含む（特設相談
＇心配ごと相談（を実施。

・年間73件の相談を受ける。うち女性
からの相談37件（

・本相談と関係機関との協力体制
の確立が必要。

Ｂ 人権推進室

25 女性団体ネットワーク

Ｂ 人権推進室

8
人権ふれあいセンター
だより

・各施設の中で、個人として能力
を発揮できる男女共同参画社会
の実現を図る内容の啓発文を掲
載する。

・人権ふれあいセンター等で毎月発行
しているたよりの中で、男女共同参画
推進に向けての啓発文、事業のお知
らせを掲載した。

・引き続き、男女共同参画推進を
テーマにした啓発文や事業のお知
らせ等を掲載していく。

Ｂ 人権推進室

8
人権関係施設における
啓発事業

・女性問題、男女共同参画に関
する内容で市民啓発として講演
会を実施。

・男女共同参画に特化した講演は出
来なかったが、ロビー等で実施してい
るパネル展においての啓発や、はば
たきセミナー等の広報啓発を行った。

・さまざまな人権問題に関する講演
会を実施しており、計画的なテーマ
設定による各施設での講演会を行
う必要がある。

 



・人権ふれあいセンターで実施
する高齢者教室でも、全ての人
が性別による差別的取り扱いを
受けない男女共同参画社会の
推進を図る学習を推進する。

・高齢者ディサービスや創作教室等を
実施する中で、男女共同参画社会推
進に向けた話題提供を行うなど事業を
進めてきた。

・女性の人権をテーマにした事業内
容に工夫を凝らし、みんなで男女共
同参画について考える機会を設け
ていく。

Ｂ 人権推進室

13 健康相談

・人権ふれあいセンター等におい
て定期的に健康相談を実施。

・地元市民の方を対象に、保健師・栄
養士による健康相談や健康教室を定
期的に実施した。

・行事等を利用し、市民のニーズに
合わせて健康相談・健康教室を実
施していく。相談後、配慮の必要な
相談者には連携して声かけを行う。

Ａ 人権推進室

8 高齢者教室

人権推進室19
人権ふれあいセンター
等における就職相談

・就職の相談に応じるだけでな
く、女性の能力開発、学習の場
の提供に努める。

・人権ふれあいセンター職員がハロー
ワークやジョブパーク、りんごの広場を
訪問し、説明を受けるなど連携を深
め、相談対応や情報提供を行った。
＇ハローワークへの同行訪問も実施（

・今後もジョブパークや府若者就業
支援センター等と連携をより深め、
女性の能力開発、学習の場の提供
に努める。

Ｂ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施策 実施結果

番号 ＇具体的な数値を記入（

7
市刊行物における表現の
配慮

・広報ふくちやま、市勢要覧、くらしの
ガイド等を発行している。

・各種刊行物の発行に当たっては、男女共
同参画の視点から表現・イラスト等に配慮し
て作成に努めた。

引き続き男女共同参画の視点から作
成、点検する。

10 市職員研修

・年間計画の中で男女共同参画に関
する部課内研修や派遣研修を行うこ
とにより、職員の人権意識の高揚や
ジェンダーに敏感な視点を養う。

・男女共同参画に関する部課内研修の実施
＇8部署で20回実施（

・新規採用職員採用時研修1回

今後も各課において人権研修に取り組む
とともに、派遣研修も行うことにより人権
意識の向上に努めていくようにする。

・ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施及
び繁忙期の臨時職員の雇用により、超過勤
務の削減を行った。
平成２５年度　14.4時間/月

・超過勤務の縮減に向け、職員の超過勤務
の状況を企画会議等で報告するとともに、縮
減対策の検討に努めた。

・職員の適正配置に努めた。

・行政委員会、審議会等市長の付属
機関、その他の協議会への積極的
な女性の登用。2020年度達成目標
30％

・別紙のとおり ・公募制度が導入される審議会等もあ
り、市民の参画を進めている。人材の把
握に努める。

・女性ゼロ審議会数　7 ・専門性のあるものなど難しい面がある。

21
各種計画、方針決定等へ
の市民意見の反映

・パブリックコメント制度を整備し、計
画立案時や意志決定時に市民意見
を反映できる手法の確立

・市民協働の推進に係る市民との意見交換
から、＇仮称（福知山市自治基本条例の策定
に係る４つの大きなテーマのうちの１つに
「男女共同参画」が盛り込まれた。

・市民意識の醸成を進めるための仕組み
や取り組みを検討・実施する必要があ
る。

＇Ｈ21年度25.6％（
＇Ｈ22年度26.1％（
＇Ｈ23年度26.8％（
＇Ｈ24年度27.9％（
＇Ｈ25年度29.2％（

22
女子の職域拡大、職務分
担の見直し

・性別に関わらない業務分担 ・現在性別による職務分担や配置は行って
いない。

22
教職員の女性採用と教職
員管理職への女性登用

・教職員採用・教職員管理職登用に
あたり、適材適所の人員配置に努め
る。

管理職６６名のうち女性２０名、新規採用教
職員１５名のうち女性８名

京都府教育委員会と連携して引き続き女
性管理職の登用や女性教職員の採用に
努めていく

平成２５年度　男女共同参画推進にかかる事業調査結果＇全部署及び関係する全部署関係（

事業名 事業概要 課題点・問題点

・管理職・監督者による適正な超過
勤務命令をはじめ、ノー残業デー・
ノー残業ウィークの徹底、個々の職
員の意識改革、職場風土の改善など
を行うとともに、臨時職員によるワー
ク・シェアリングや部署内の適正な業
務配分、部署間も含めた繁忙期の協
力体制を推進する。

・今後さらに事務の簡素化・合理化に努
めていくようにする。

審議会等への女性委員の
登用

22

市幹部職員への女性登用

・女性の管理職登用を進める。
＇2020年度達成目標女性職員比率
28％（

5 超過勤務の縮減

・管理職３８４人中、女性の管理職は１12人
＇女性登用率２９．２％（となっている。
※病院医療職含む

・今後さらに女性の登用に努めていくよう
にする。

5
次世代育成支援対策
特定事業主行動計画の推
進

・次世代育成支援に係る啓発資料の
作成、配布
・育児休業等の取得促進、取得後の
円滑な職場復帰の支援
・男性職員による積極的な制度の活
用
・超過勤務の縮減
・休暇の取得促進
・家庭・男女の役割についての意識
啓発

・現在特定事業主行動計画を作成し、事業
主としての取組みを推進するとともに、平成２
３年８月に改訂した「職員のための子育て支
援ハンドブック」により職員への周知・啓発を
行った。

21

 
 

 

 

 

 



資　　　料

 
 



行政委員会等　（自治法第１８０条の５） （）内はＨ２５年３月３１日現在

名　　　　　　称 25年度比率 24年度比率
1 教育委員会 5 (5) 2 (2) 40.0% 40.0%
2 選挙管理委員会 4 (4) 0 (0) 0.0% 0.0%
3 公平委員会 3 (3) 1 (1) 33.3% 33.3%
4 監査委員 2 (2) 0 (0) 0.0% 0.0%
5 農業委員会 38 (38) 2 (2) 5.3% 5.3%
6 固定資産評価審査委員会 6 (6) 1 (1) 16.7% 16.7%

計　6 58 (58) 6 (6) 10.3% 10.3%

附属機関　（自治法第２０２条の３　別表７関係 ）
7 防災会議 14 (14) 0 (0) 0.0% 0.0%
8 民生委員推薦会 14 (14) 2 (4) 14.3% 28.6%
9 国民健康保険運営協議会 16 (16) 6 (6) 37.5% 37.5%

10 水防協議会 16 (16) 0 (0) 0.0% 0.0%
11 福知山駅周辺土地区画整理審議会 ― (10) ― (0) ― 0.0%
12 河守土地区画整理審議会 ― (10) ― (1) ― 10.0%

計　6 60 (80) 8 (11) 13.3% 13.8%

附属機関（条例で設置されている審議会、協議会等）  
13 公民館運営審議会 16 (18) 4 (2) 25.0% 11.1%
14 図書館協議会 10 (12) 7 (6) 70.0% 50.0%
15 青尐年問題協議会 23 (23) 2 (2) 8.7% 8.7%
16 都市計画審議会 16 (16) 3 (3) 18.8% 18.8%
17 文化財保護審議会 12 (12) 2 (2) 16.7% 16.7%
18 公設地方卸売市場運営協議会 12 (12) 2 (2) 16.7% 16.7%
19 介護認定審査会 47 (45) 27 (25) 57.4% 55.6%
20 社会教育委員会議 7 (7) 3 (3) 42.9% 42.9%
21 スポーツ推進委員会 22 (22) 9 (9) 40.9% 40.9%
22 学校保健衛生対策委員会 14 (14) 4 (7) 28.6% 50.0%
23 特別職報酬等審議会 8 (8) 2 (2) 25.0% 25.0%
24 市営住宅入居者選考委員会 10 (11) 4 (3) 40.0% 27.3%
25 農村計画審議会 18 (21) 5 (5) 27.8% 23.8%
26 予防接種健康被害調査委員会 6 (6) 0 (0) 0.0% 0.0%
27 明るい選挙推進協議会 59 (61) 7 (9) 11.9% 14.8%
28 環境審議会 10 (13) 2 (2) 20.0% 15.4%
29 交通安全対策会議 12 (10) 1 (1) 8.3% 10.0%
30 高齢者対策協議会 22 (24) 4 (5) 18.2% 20.8%
31 公務災害補償等認定委員会 5 (5) 2 (2) 40.0% 40.0%
32 公務災害補償等審査会 3 (3) 1 (1) 33.3% 33.3%
33 尐年補導センター運営委員会 17 (17) 4 (4) 23.5% 23.5%
34 勤労青尐年ホーム運営委員会 10 (10) 2 (2) 20.0% 20.0%
35 休日急患診療所運営委員会 7 (7) 0 (0) 0.0% 0.0%
36 病院事業運営協議会 12 (14) 1 (1) 8.3% 7.1%
37 情報公開・個人情報保護審査会 5 (5) 1 (1) 20.0% 20.0%
38 福知山市国民保護協議会 25 (25) 1 (1) 4.0% 4.0%
39 男女共同参画審議会 10 (10) 6 (6) 60.0% 60.0%
40 障害者介護給付費等支給認定審査会 5 (5) 1 (3) 20.0% 60.0%
41 福知山市法令遵守審査会 3 (3) 1 (1) 33.3% 33.3%
42 福知山市職員分限懲戒等審査会 5 (5) 0 (0) 0.0% 0.0%
43 福知山市子ども・子育て会議 15 ― 6 ― 40.0% ―
44 景観審議会 16 ― 6 ― 37.5% ―

計　32 462 (444) 120 (110) 26.0% 24.8%

附属機関（条例で設置されている審議会・協議会等で常設でないもの）

合計 580 (582) 134 (127) 23.1% 21.8%

審議会等への女性の参画状況調査表

　Ｈ２６年３月３１日現在

総数 内女性数

 
 



１．委員会・協議会（要綱・規程等で設置されているもの） （　）内は平成２５年３月３１日現在

名　　　称 任期
要綱等
の有無

選出方法

1 福知山市展運営委員会 13 (14) 0 (0) 0.0% (0.0%) 1 有 委任

2 福知山市市民憲章推進協議会 22 (21) 6 (6) 27.3% (28.6%) 2 有 立候補

3 福知山市ごみ端会議 27 (27) 19 (19) 70.4% (70.4%) 2 有 自治会長の推薦

4 福知山老人ホーム入所判定委員会 5 (5) 0 (0) 0.0% (0.0%) － 有 充職

5 福知山市健康づくり推進協議会 15 (15) 5 (4) 33.3% (26.7%) 2 有 各団体より選出

6 福知山市献血推進協議会 66 (67) 2 (2) 3.0% (3.0%) 2 有 各団体より選出

7 人にいちばん近いまちづくり推進会議 10 (11) 3 (5) 30.0% (45.5%) 1 有 各団体より選出

8 福知山市人権問題協議会 30 (30) 8 (9) 26.7% (30.0%) 2 有 各団体より選出

9 福知山市地域包括支援センター運営協議会 10 (10) 3 (5) 30.0% (50.0%) 3 有 団体の推薦

10 神谷開発委員会 17 (17) 0 (1) 0.0% (5.9%) 1 有 市長の任命・委嘱

11 福知山市地域自立支援協議会 25 (22) 7 (5) 28.0% (22.7%) 3 有 団体推薦

12 福知山市高齢者権利擁護地域ネットワーク協議会 ― (22) ― (7) ― (31.8%) 2 有 団体推薦

13 福知山市地域公共交通会議 14 (14) 0 (0) 0.0% (0.0%) 2 有 団体推薦・委嘱

14 福知山緑化推進委員会 22 (22) 5 (6) 22.7% (27.3%) 1 有 推薦

15 福知山市要保護児童対策地域協議会 26 (26) 8 (7) 30.8% (26.9%) 2 有 推薦

16 福知山市有害鳥獣対策協議会 17 (17) 0 (0) 0.0% (0.0%) 2 有 推薦

17 福知山市天然ガス自動車普及推進協議会 12 (12) 0 (0) 0.0% (0.0%) 2 有 国・府運送会社等に依頼

18 福知山市入札監視委員会 3 (3) 0 (0) 0.0% (0.0%) 2 有 市長が委嘱

19 福知山市千年の森づくり協議会 ― (24) ― (4) ― (16.7%) 2 有 団体選出

20 福知山市都市計画道路網見直し検討委員会 ― (10) ― (2) ― (20.0%) 未定 有 市長の委嘱

21 福知山市夜久野町養豚団地環境保全委員会 13 (13) 0 (0) 0.0% (0.0%) 2 有 市長の委嘱

22 福知山市公開事業レビュー市民検討委員会 10 (15) 6 (10) 60.0% (66.7%) 1 有 市長の委嘱

合　　　計 357 (417) 72 (92) 20.2% (22.1%)

新たに設置されたもの

名　　　称 任期 要綱等
の有無

選出方法

23 福知山市農山村活性化懇話会 19 - 4 - 21.1% ― - 有 団体選出

24 福知山市入札制度改革等検討委員会 4 - 0 - 0.0% ― 2 有 指名

合　　計 380 (417) 76 (92) 20.0% (22.1%)

福知山市行政委員会及び付属機関以外の協議会等への女性の参画状況調査表

委員数 内女性数 比率

委員数 内女性数 比率

 

 

 

 

 

 

 



２．職員による内部組織

名　　　称 任期 要綱等の有無 選出方法

1 福知山市企画会議 14 (20) 1 (1) 7.1% (5.0%) － 有 庁内充職

2 福知山市課長会議 20 (19) 0 (0) 0.0% (0.0%) － 有 　　〃

3 福知山市事務改善委員会 20 (20) 0 (0) 0.0% (0.0%) － 有 　　〃

4 福知山市IT推進本部 14 (14) 0 (1) 0.0% (7.1%) － 有 　　〃

5 福知山市安全衛生委員会 9 (9) 2 (2) 22.2% (22.2%) 1 有 市長の任命、職員
団体推薦

6 職員表彰審査委員会 7 (7) 0 (0) 0.0% (0.0%) 1 有 市長の任命

7 職員互助会理事会 13 (13) 3 (3) 23.1% (23.1%) 2 有 選挙による

8 福知山市健康危機管理対策会議 25 (26) 1 (1) 4.0% (3.8%) 無期限 有 各所選出

9 保健師連絡会 32 (32) 31 (31) 96.9% (96.9%) 無期限 無

10 福知山市男女共同参画推進会議 20 (21) 6 (7) 30.0% (33.3%) － 有 任命

11 福知山市男女共同参画推進会議幹事会 18 (18) 9 (8) 50.0% (44.4%) 2 有 各部からの選出

12 福知山市職員人権人材バンク（５期） 22 (22) 6 (4) 27.3% (18.2%) 1 有 部推薦

13 福知山市人権施策推進本部 21 (20) 1 (1) 4.8% (5.0%) 1 有 充職

14 福知山市人権施策推進会議 18 (18) 1 (1) 5.6% (5.6%) 1 有 充職

15 職員社会啓発部会 10 (10) 1 (0) 10.0% (0.0%) 1 有 充職

16 福知山市ダイオキシン類対策委員会 7 (7) 1 (2) 14.3% (28.6%) 2 有 市長の任命または委嘱

17 福知山市消防本部消防職員委員会 9 (9) 1 (0) 11.1% (0.0%) 1 有
消防長の指名、所
属職員の推薦

18 福知山市消防安全衛生委員会 9 (9) 0 (0) 0.0% (0.0%) 1 有 消防長の任命

19 福知山市ガス水道部安全衛生委員会 7 (7) 0 (1) 0.0% (14.3%) 1 有 管理者が任命、
労働組合推薦

20 市立福知山市民病院安全衛生委員会 10 (10) 3 (3) 30.0% (30.0%) 1 有 委嘱

21 福知山市自治功労者表彰審査委員会 5 (8) 0 (0) 0.0% (0.0%) 1 有 副市長・部長・教育
長・市議会推薦

22 福知山市牛海綿状脳症（BSE)等対策協議会 10 (10) 0 (1) 0.0% (10.0%) － 有

23 福知山市牛海綿状脳症（BSE)等対策本部 18 (18) 0 (1) 0.0% (5.6%) － 有

24 福知山市法令遵守推進委員会 15 (15) 0 (1) 0.0% (6.7%) 2 有 規則で委員が規定

25 人材育成部会 6 (7) 0 (0) 0.0% (0.0%) 1 有 庁内充職

26 福知山市建設工事等指名選定員委員会 10 (10) 0 (0) 0.0% (0.0%) 1 有 庁内充職

27 福知山市物品購入指名選定委員会 10 (10) 0 (1) 0.0% (10.0%) 1 有 庁内充職

28 福知山市高病原性鳥インフルエンザ対策協議会 10 (10) 0 (1) 0.0% (10.0%) － 有

29 福知山市高病原性鳥インフルエンザ対策本部 18 (18) 0 (1) 0.0% (5.6%) － 有

30 福知山市戸籍謄本等不正取得事象対策本部 22 (22) 1 (1) 4.5% (4.5%) 1 有 庁内充職

合　　　計 429 (439) 68 (73) 15.9% (16.6%)

新たに設置されたもの

名　　　称 任期 要綱等の有無 選出方法

合　　　計 429 (439) 68 (73) 15.9% (16.6%)

委員数 内女性数 比率

委員数 内女性数 比率

 

 

 

 



　重要項目の数値目標に対する実績（はばたきプラン２０１１　第4章）

課題 項目
現　　状

（プラン策定時）
2020年度目標

(H32年度）
H２５年度実績 備　　考

女
性
に
対
す
る

　
暴
力
の
根
絶
と

　
　
人
権
の
尊
重

相談窓口案内
カードの設置場所

129か所
(H２２年度）

200か所 302か所

男性市職員の
育児休業の取得者数

0人
（Ｈ２２年１２月１日
　　　　　　　　現在）

10人  1人
プラン策定時か
らの累計

ワーク・ライフ・バランス
の推進に向けた市職員
の残業時間の削減

一人当たり
19.9時間/月

（平成２１年度）

一人当たり
12時間/月

一人当たり

14.4 時間/月

男性市職員の
部分休業の取得者数

0人
（Ｈ２２年１２月１日
　　　　　　　　現在）

15人 ０人
プラン策定時か
らの累計

審議会等の女性比率
21.4%

（Ｈ２２年３月３１日
　　　　　　　現在）

30% 23.1%

女性委員のいない
審議会数

７
（Ｈ２２年３月３１日
　　　　　　　現在）

4 7

市役所の係長級以上の
女性職員比率

26.1%
（Ｈ２２年4月１日
　　　　　　　現在）

28.0% 29.2%

働
く
場
・
地
域
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
の
推
進

　
政
策
・
方
針
決
定

　
の
場
へ
の
女
性
の

　
　
　
参
画
の
促
進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



福知山市男女共同参画推進条例 
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附則 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本

理念を定め、本市並びに市民、事業者及び教育に携わ

る者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の

推進に関する施策の基本的事項を定めることにより、

その施策を総合的かつ計画的に実施し、性別による差

別のない真に人権が尊重された男女共同参画社会を実

現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女

が均等に社会の利益を享受することができ、かつ、

共に責任を担うべきことをいう。 

 (２) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会についての男女間の格差が生

じている場合において、その格差を是正するため

必要な範囲内で、男女のいずれか一方に対し、当

該機会を積極的に提供することをいう。 

 (３) 市民 市内に住所を有する者、勤務する者及び在

学する者をいう。 

 (４) 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において

事業を行う個人､法人その他の団体をいう。 

 (５) 教育に携わる者 市内において学校教育その他

の生涯にわたる教育の分野において教育活動を行

う者をいう。 

 (６) 市民等 市民、事業者及び教育に携わる者をいう。 

 (７) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する

性的な言動により相手方の生活環境を害すること

又は相手の意に反する性的な言動に対する相手方

の対応によってその者に不利益を与えることをい

う。 

 (８) ドメスティック・バイオレンス 夫婦間及び恋愛

関係にある男女間その他の親密な関係にある男女

間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力

その他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念と

して推進されなければならない。 

 (１) 男女が、性別による差別的取扱いを受けることな

く、互いにその人権を尊重すること。 

 (２) 男女が、個人としての尊厳が重んじられ、一人一

人がその個性と能力を社会のあらゆる分野で発揮

できる機会が確保され、自立した個人として自己

の意思によって行動し、かつ、責任を負うこと。 

 (３) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的

な役割分担等によって、男女の社会における活動

の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよ

う配慮されること。 

 (４) 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあら

ゆる分野における方針の立案及び決定に共同して

参画する機会が確保されること。 

 (５) 家族を構成する男女が、互いの人格を尊重し、相

互の協力と社会の支援の下に、家庭生活における

活動について家族の一員としての役割を果たし、

かつ、当該活動以外の活動と両立ができるように

すること。 

 (６) 学校教育その他の生涯にわたる教育において、性

別にとらわれず個人としての能力と適性がはぐく

まれることを基本とした取組が図られること。 

 (７) 男女が互いの性についての理解を深め、妊娠、出

産その他性と生殖に関して、自己決定が尊重され、

かつ、生涯を通じて健康な生活を営む権利が確保

されること。 

 (８) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と

の協調の下に行われること。 

 （本市の責務） 

第４条 本市は、前条の基本理念（以下「基本理念」と

いう。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策

（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定

し、実施しなければならない。 

２ 本市は、男女共同参画の推進に当たり、市民等及び

国、京都府その他の地方公共団体と相互に連携及び協

力を図るよう努めなければならない。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職

場、学校その他の社会のあらゆる分野において、自ら

進んで男女共同参画の推進に努めるとともに、本市が

実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力する

よう努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動

を行うに当たり男女共同参画の推進に努めるとともに､

本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協

力するよう努めなければならない。 

 （教育に携わる者の責務） 

第７条 教育に携わる者は、男女共同参画社会の形成に

果たす教育の重要性を考慮し、その教育活動を行うに

当たり基本理念に配慮した教育の推進に努めなければ

ならない。 

２ 教育に携わる者は、本市が実施する男女共同参画の

推進に関する施策に協力するよう努めなければならな

い。 

 

   第２章 基本的施策 

 （男女共同参画に関する基本的な計画） 

第８条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画に関す

る基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定す

るものとする。 

２ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、第２２

条第１項に規定する福知山市男女共同参画審議会に諮



問するものとする。 

３ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれ

を公表するものとする。 

４ 市長は、必要に応じ基本計画を変更するものとする。 

５ 第２項及び第３項の規定は、基本計画の変更につい

て準用する。 

 （教育及び人材育成） 

第９条 本市は、学校教育その他の生涯にわたる教育を

通じて、男女共同参画の推進に努めるものとする。 

２ 本市は、男女共同参画を推進する指導者を育成する

ため、研修の実施その他必要な措置を講ずるものとす

る。 

 （市民等との協働） 

第１０条 本市は、市民等が行う男女共同参画の推進の

ための活動を促進するため、必要に応じ市民等と協力

して活動するものとする。 

 （雇用の分野における男女共同参画の推進） 

第１１条 本市は、事業者に対し、その雇用における男

女共同参画の推進に向けた活動を支援するため、学習

機会の設定及び情報の提供その他必要な措置を講ずる

ものとする。 

２ 市長は、事業者に対し、男女共同参画の推進に関す

る取組の状況について必要に応じ報告を求めることが

できる。 

 （財政上の措置） 

第１２条 本市は、男女共同参画の推進に関する施策を

推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとす

る。 

 （情報の収集及び調査研究） 

第１３条 本市は、男女共同参画の推進に関する施策を

効果的に実施するため、必要な情報の収集及び調査研

究を行うものとする。 

 （年次報告） 

第１４条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する

施策の実施状況及び効果について報告書を作成し、こ

れを公表するものとする。 

 （行政委員会等の委員への女性の登用） 

第１５条 本市は、執行機関である委員会の委員若しく

は委員又は附属機関である審議会等の委員その他の構

成員の任命又は委嘱に当たっては、政策の決定過程へ

の女性の参画を推進するため、積極的改善措置を講ず

ることにより、女性の登用を図るものとする。 

 （推進体制） 

第１６条 本市は、男女共同参画の推進に関する施策を

総合的に企画し、調整し、及び実施するために必要な

体制を整備するものとする。 

 （拠点施設） 

第１７条 本市は、男女共同参画の推進に関する施策を

実施し、及び市民等が行う男女共同参画の推進に関す

る活動を支援するための施設の整備に努めるものとす

る。 

 

   第３章 男女共同参画を阻害する行為の制限等 

 （性別による人権侵害の禁止） 

第１８条 何人も、社会のあらゆる分野において、直接

的又は間接的であるかを問わず、性別を理由とする差

別的取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、職場、学校、地域その他のあらゆる場にお

いて、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならな

い。 

３ 何人も、個人の尊厳を踏みにじるドメスティック・

バイオレンスを行ってはならない。 

 （公衆に表示する情報に関する留意事項） 

第１９条 何人も、公衆に表示する情報において、性別

による固定的な役割分担及び性的な暴力を助長させる

表現並びに過度の性的な表現を行わないように努めな

ければならない。 

 （苦情等の申出への対応） 

第２０条 市民等は、本市が実施する男女共同参画の推

進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼ

すと認められる施策に関する苦情、意見、要望等があ

るときは、本市に申し出ることができる。 

２ 本市は、前項の申出を受けたときは、必要に応じ第

２２条第１項に規定する福知山市男女共同参画審議会

の意見を聴き、関係機関と連携し、適切な措置を講ず

るものとする。 

 （相談の申出への対応） 

第２１条 本市は、性別による差別的取扱いその他の男

女共同参画の推進を阻害する人権の侵害に関する市民

等からの相談の申出に対し、相談体制を整備し、関係

機関と連携及び協力を行い、当該被害者を救済する等

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

   第４章 福知山市男女共同参画審議会 

 （福知山市男女共同参画審議会） 

第２２条 男女共同参画に関する重要な事項を調査審議

するため、福知山市男女共同参画審議会（以下この条

において「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、第８条第２項（同条第５項において準用

する場合を含む。）及び第２０条第２項に規定する事項

を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、男女共同参

画の推進に関する事項を調査審議する。 

３ 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、男女

共同参画の推進に関する事項について市長に意見を述

べることができる。 

４ 審議会は、市長が委嘱する委員１０人以内をもって

組織する。 

５ 男女のいずれか一方の委員の数は、総数の１０分の

４未満であってはならない。 

６ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

   第５章 雑則 

 （委任） 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に策定されている福知山市男

女共同参画計画は、第８条第１項の規定により策定さ

れた基本計画とみなす。 





 


